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『烏豪筆補』訳註稿

沖 田 道 成

高 橋 文 治

加 藤 聰

向 正 樹

佐 藤 貴 保

山 本 明 志

元 ・王 揮 『秋 澗 先 生 大 全 文 集 』(以下 『秋 澗集』と略す)巻85・ 『鳥 壷 筆 補 』3・ 第

十 四 番 目の 案 件 まで,そ の 全 文 に 日本 語 訳 と註 釈 と を付 す.

●原文 は『四部叢刊』本 に拠 り,『元人文集珍本叢刊』(新文豊 出版公司〉も適宜参照 し

た.ま た,『 四庫全書』本 は,テ キス トと して必ず しも信頼 に足 るもの ではないが,

校 訂において適宜参照 した,● 『秋 澗集』の巻数 と巻内の順番 に従 って,各 案件

にそれぞれ・番号 を付 した.た とえば,85-4と は巻85の 四番 目の案件 の意 である.

●原文中の誤 字は()で 示 し,正 しい と思 われる字 を 〔 〕で示 した(文 字の異同や

校訂 に関わることは,【註 】にお いて も適宜言及す る),● 改行 と空格 とは原形 に

倣い,各 案件の表題部分において も,そ れ ら改行 と空格 が何の字に対す るものかを註

記 した.● 意味がある と思われ る原文 中の略字体は,な るべ く原形の まま残 し

た.● 【註】中 にい う(漢)は 『漢語大詞典」,(宋 元)は 『宋元語言詞典』,(張)は

張 相 『詩詞曲語辞匿釈』の略であ る.● 『秋澗 集』巻84・ 『鳥壷筆補』2の 全文 に

ついては,す でに 『中国研究集刊』30(2002年6月)に 訳 註稿 を発表 している.適 宜

参 照 されたい.

85-1為 運司併入総管府選添官吏事状

照得,随 路総管府,自 至元元年止是管領民訟差税而已.以 故総府州県往往

員数不備,其 或閾員去処多不補差.今 者已将運司所管酒税 ・酷税 ・倉庫院

務 ・工匠造作 ・鷹房打捕 ・金 ・銀 ・銅 ・鉄 ・丹粉 ・錫緑 ・茶場 ・窯冶 ・
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塩 ・竹等課井奥魯諸軍,尽 行併入各路総管府,通 行節制管領.比 之在先,

職掌事務,其 繁冗増劇,量 止数倍.之 上所頼,用 得其人,員 設必備,方 可

辮集.不 然,将 来事有失僕,不 惟官吏柾被罪戻,且 以員数不敷為辞.至 於

都轄上司,歳 終考課,償 無成効,切 恐不得独免言責.以 某愚見,即 目注擬

総管官員,理 合精選材望素重,強 幹有聞,清 慎明著之人,使 之統紀於上.

其衰老罷軟不職素無政蹟者,亦 合体究得実,量 加黒出罰外,拠 総管 ・同知

州 ・同府サ以下官員,験 部分大小事務繁簡,照 依旧例添設員数.如 総府之

治中 ・散府之推官 ・上中州之観察節判 ・赤劇県之特設丞簿是也.其 府州司

県首領官吏,亦 合添設員数,分 掌案順□□□〔無致遺〕失.依 上勾当如此,

庶望上下分職,各 率其属□□〔以治〕其政,則 民安事纏,不 致内外庶務有所

暖閾.拠 □□[コ〔此合行〕具呈.

【訳】 転運司を路の総管府に統合したがために総管府の定員を増やすべ きこ

,とについての意見書

関係路の総管府は,至 元元年(1264)以 来民訟と差発 ・賦税 を司るだけであっ

た.そ のため,路 の総管府や州 ・県の役所は,だ いたいにおいて定員に満た

ず,訣 員があっても補充されていないところが多い.い ま,転 運司の管轄下に

あった酒税 ・酷税 ・倉庫院務 ・工匠造作 ・鷹房打捕 ・金 ・銀 ・銅 ・鉄 ・丹粉 ・

錫緑 ・茶場 ・窯冶 ・塩 ・竹等すべての専売収入,及 びアウルク(奥魯)の管理義

務が路の総管府に統合され,一 括 して総管府が管理統轄するようになった.こ

れを以前と比較すると,職 務の複雑 さ,多 忙 さは数倍に止まらない.上 級官庁

が頼るところは人であ り,官 吏の定員が備わってこそはじめて,税 の徴収 ・処

理が可能となる.そ うでなければ,今 後職務に過失があった場合,官 吏がいわ

れなく罪に問われるばか りでなく,反 対に官吏の定員が満たされていないこと

を口実にされかねない.中 央の上級官庁が年の終わりの勤務評定 を行うとき

に,も し実績が挙がっていないということになれば,わ た くしが恐れるのは,

御史i皇もこのことを弾劾せざるを得ないということである.
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わた くしが思うに,路 の総管府の人事案をただちに作 り,有 能の誉れ高く,

辣腕で聞こえ,清 廉潔白な人を選び,彼 らに上役 として取 り締 まらせるべ きで

ある.年 老いて軟弱無力で使い物にならず実績もない者は,実 地に取 り調べて

間違いなければ,適 宜降格 ・罷免を行うほか,総 管 ・同知州 ・同府サ以下の官

員は,部 署の規模や職務の忙 しさを調べ,旧 例に照らしてポス トを増設すべ き

である.た とえば,総 管府の治中,散 府の推官,上 州 ・中州の観察判官 と節度

判官,赤 県 ・劇県の丞 ・主簿がそれである.路 に所属する下級衙門の役人も,

ポス トを増設 し,文 書の事務処理を分担すれば遺漏がない.上 記に従って施行

すれば,上 下の職分を分かち,そ れぞれ属僚を統率 して政務を整え,民 はお さ

まり仕事 は処理され,内 外のあらゆる職務は怠慢がな くなるであろう.

これについては,具 呈書をお くるべ きである.

【註】 ●運司併入総管府一 『元史』巻7・ 世祖本紀4・ 至元八年(1271)二 月

己亥の条に「諸路転運司を罷めて総管府に入る」という.し たがって本案件は至

元八年二月の直後に書かれたものと推測される.本 案件は表題に「運司併入総管

府」といいなが ら,王 揮が実際に展開 しているのは「総管府が転運司に併入され

た」というに等しい路総管府の窮状である.中 国風の官制に一応は立脚 したと思

われるモンゴル時代最初の漢地支配機構は,耶 律楚材が設立 したといわれる「十

路徴:収課税所」がその始めだが,そ もそも「十路徴収課税所」は,「徴収課税所」

という名に明らかなように「転運司」としての色彩 を強 くもったもの と思われ,

以後,至 元八年二月までの漢地支配機構の変遷は,路 総管府 と転運司の分離 ・

統合の過程といってよい.ク ビライ時代の中統元年(1260>に 発足 した 「十路宣

撫司」は,そ の下部に 「(諸路)監 権課税所」という組織をもつ点で実質的には

「十路徴収課税所」の職掌を継承,発 展 したものであったが,こ の「十路宣撫司」

が中統二年十一月に廃止 された後は,同 三年十二月に「十路宣慰司」が立ち,同

四年正月には「諸路監確課税所」は「諸路転運司」として独立 している(『元史』巻

5・世祖本紀2に よる〉.至元八年の 「転運司の総管府への併入」は,そ の意味で
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は,関 係路の総管府が「徴収課税所」に回帰 したことを意味するかもしれない.

また一方,こ れを別の観点から見るならば,中 統三年に設立された諸路転運司

のヘ ッドクオーターとして同年に置かれた都転運司(こ の都転運司が中統四年に

「諸路監権課税所」を吸収する)に は,後 の財務長官 アフマ ド(阿合馬Abmad)が い

た.こ のアフマ ドは,至 元元年(1264)十 一月に中書平章政事となり,至 元三年

正月には制国用使司を設立 して司使に,至 元七年正月には制国用使司を尚書省

に発展,解 消 して平章尚書省事になり,六 部を尚書省に移管するにいたる(r元

史捲85・ 百官志1参 照).こ れらの流れはすなわち,ア フマ ドがクビライ時代の

財務長官 として擁頭し,政 治力を獲得 してゆ く過程であったが,至 元八年の「転

運司の総管府への併入」もそうした一連の流れの一つであり,つ まりは,ク ビラ

イ時代の地方支配機構が転運司 ・総管府 ともども実質的にはアフマ ドの管轄に

入 りつつあったことを意味する.そ うした点からするならば,王 揮が本案件で

展開しているのは,実 はアフマ ド批判だったように思われる.● 照得一

「照」は,も とは,つ まびらかにする,の 意.「得」は語助.文 書の発端,段 落の

変わ り目にあたる部分に用いられるが,実 際にはほとんど意味がない,

●随路一 「諸路」「各路」などとの使い分けがあることからすれば,「随路」は,

関係する路,と いった意.「随」は,関 係する中から任意に選ばれるので「随」と

いう.転 運司と総管府の関係は,各 地域の状況に応 じて一様ではなかったと思

われ,本 案件が述べる内容 も漢地全体を視野に入れた一般論ではないと推測 さ

れるが,王 憧がどういった地域を想定 して本案件を書いているのかは,よ くわ

からない.た だし,本 案件に「奥魯諸軍」の言及があることからすれば,山 東や

河北等を想定すべ きかもしれない.● 自至元元年止是管領民訟差税而已

一前註で述べたように,「十路宣撫司」が「十路宣慰司」と「諸路転運司」とに分

割されたのは中統三年(1262)十 二月のことであり,し かもこのときクビライ

は,「諸路管民官は民事 を理さめ,管 軍官は兵戎を掌 り,各 おの司る所有 りて,

相い統摂せざれ」という詔を出 している(『元史』巻5・ 世祖本紀2).総 管府が「た

だ民訟 ・差税のみを管領する」ようになったのは恐らく至元元年(1264)以 前か
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らであった.に もかかわらず王1軍が ここで敢 えて 「至元元年より」と述べるの

は,こ の年が「遷転の法」も定 まり,中 国風の官制が一応 はスター トした年 とい

う意識があったか らではあるまいか.ま た,前 年の中統四年(1263)に は 「詔 し

て中書左右部を以て諸路都転運司を兼ね しむ」(r元史』巻85・百官志1・ 山東東路

転運塩使司の条)と いい,至 元元年十一月壬辰には,領 中書省左右部兼諸路都転

運司であったアフマ ドとアリー(阿 里`Ai了)が中書平章政事と右丞に昇進 し,さ

らに至元七年(1270)に 尚書省が成立 した後には,六 部を尚書省に移管する.そ

の意味で,至 元元年は,後 に尚書省が成立 してい くひとつの転折点でもあっ

た.● 去処一現代中国語の「地方」の意.● 運司所管……等課一 これ

らの税 目については個別に総管府や提挙司等の専門官司が置かれて路総管府に

属したが(r元史』食貨志等による),『元史』巻6・ 世祖本紀3・ 至元五年(1268)七

月庚午の条に「諸路打捕鷹坊 ・工匠 ・洞冶総管府を省きて,転 運司をして之を兼

領せ しむ」といい,至 元六年二月丙申の条には「宣徳府税課所を罷めて,上 都転

運司を以て兼領せ しむ.河 南 ・懐孟 ・順徳三路税課所を改めて転運司と為す」,

同書巻7・ 世祖本紀4・ 至元七年六月丁亥の条にはまた 「各路洞冶総管府 を罷

め,転 運司を以て兼領せしむ」というように,至 元七年までの間に転運司が しだ

いにそれらの税 目を統括 していったと思われる.● 奥魯諸軍一奥魯とは,

モンゴルの兵制で,前 線の兵士の家族群によって組織された後方の移動式兵姑

陣営であるとされる,漢 地においては,兵 士を輩出する正軍戸,及 び数家族の

貼軍戸を組織 し,こ れを奥魯 として管轄 し,正 軍戸ごとに土地を支給 して耕作

させ,輻 重や代替兵員の供出などに充てた(『国朝文類捲41・ 経世大典序録 ・軍制

の条,『元史』巻99・兵志2・ 鎮戌の条参照).中 統四年(1263>正 月,奥 魯を兵団と

切 り離 し十路奥魯総管が立てられ(『元史』巻5・ 世祖本紀2),枢 密院に従属 し

た.至 元五年(1268)七 月以降は「各路奥魯官を罷め,管 民官をして兼領せ しむ」

といい(r元史』巻6・ 世祖本紀3),路 総管府に従属する.至 元十年十二月己酉朔

には,「安童等 言えらく,『昔博赤伯都 謂えらく,総 管府の権は太だ重ければ,

宜 しく運司を立てて諸軍奥魯を井せ,以 て之を分かたんと.臣 以えらく,今 の
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民官は,例 に循い遷徒 し,保 に邪謀無 し.別 に官府を立つるは,民 に於いて未

だ便ならず』と.帝 之を然 りとす」(『元史』巻8・ 世祖本紀5)と ある,● 之

上一 「之」は前句にもつ きうるが,こ こでは代詞 と考え,「上」は「上司」の謂 と

した.● 用得一 「得」は語助.● 辮集一(税 や穀類を)そ ろえる ・集め

る,の 意.84-7参 照.● 不惟官吏柾被罪戻一 『元史』巻176・ 劉正伝に

よれば,至 元八年(127Dの 「併入」に際 して転運司の会計監査が行われ,大 都路

転運司の課銀五百四十七錠の行方をめ ぐって侃運使以下四人が捕えられた.と

ころが帳簿(歳 入簿籍)を 調べた ところ,転 運司司庫の辛徳柔による着服 と判

明,課 銀は無事回収 され,悦 運使らの冤罪も晴れ,釈 放 された.こ の事件は時

期的にも本案件 と合致 し,王 憧が意識する事件のひとつだったか もしれない.

●都轄上司一 ここでは,右 丞相アントム(安童)ら 「都省」と吏部を指す.

●言責一 「鳥毫筆補』2「皇太子親政事状」(84-3)に 「渾 職分は卑狼と難も,

言責に当たる」とあ り,御 史塁 をいう.● 即 目一 『元人文集珍本叢刊』本で

は 「即日」に作る.「即目」「即日」ともに「目下」の意.● 注擬一 「注」は,

書式の決 まった公文書に「填写」することをいい,「擬」は案づ くりを行 うこと.

「注擬」は主に人事案を作成することをいう.● 材望素重/強 幹有聞/清

慎明著/衰 老/罷 軟一「考課」の際のテクニカル ・タームであろう.な お,「罷

軟」は『六部成語註解』吏部成語に「力無きを軟と日い,遅 延するを罷と日う」と

ある.● 旧例一 「散府の推官」「上 ・中州の観察節判」「赤 ・劇県の県丞 ・主

簿」はいずれも『金史』百官志に見え,「 旧例」は金制を指す と思われる.「総府

の治中」は『金史』百官志には見えないが,『 金史』巻73・ 完顔守貞伝に「大興府

治中に遷る」とあ り,や は り金制であることが確認できる.ま た,察 美彪『元代

白話碑集録』「一二三八年鳳翔長春観公拠碑」には「治中鳳翔副都総管焉」という

記述も見え,こ こに列挙される「総府之治中 ・散府之推官 ・上中州之観察節判 ・

赤劇県之特設丞簿」が,金 元交替期の華北に長 らく残存 していた可能性 も高い.

なお,元 刊本『事林広記』官制類等には上路治中 ・同推官 ・上県丞 ・上県主簿 ・

中下県主簿が記述され,後 に元制でも置かれていたことが一応は確認できる,
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●府州司県首領官 吏一 「府州司県」は,金 元期にのみ見られる特殊な用語で,

「路」に所属する地方の衙門全般をいう.こ こでの「司」は「録事司」を指すと思

われる.ま た 「首領官吏」は,そ れら地方の衙門にいる下級役人全般を指す.

「首領官」はもともと,路 府州県等の地方の衙門に所属する司吏等の吏員が任期

を終えて(三考)出 職する提控案順 ・都 目 ・吏目 ・典 史等(流 外職〉,な らびに,

中書省 ・尚書省 ・御史垂等の中央の衙門に所属する吏員が任期 を終えて出職す

る経歴 ・都事 ・主事 ・知事 ・照磨 ・管勾等をいった.中 央衙門の経歴 ・都事 ・

主事 ・知事 ・照磨 ・管勾等は,そ の衙門の等級に応 じて品級を異にしたようで

あるが,お おむね入流官だったようであ り,そ れぞれの衙門最下層の官員で

あった.「首領官」とは,吏 員が任期満了 し入流していく際,ま ず出職するポス

トの総称.た だし,こ こにいう「府州司県首領官吏」は,そ れら具体的な「首領

官」をいうのではな く,単 に「地方の役人」の意.● □□□失一 『四庫全書』

本により「無致遺」三字を補 う.以 下,『四部叢刊』本において文字が判読できな

い部分については同様に補った.

85-2論 省部縁 内選択検 法官事状

□□□□見設検法官,多 取 自州府司吏等人,如 刑□□□□□安某是也.且

刑部人命所繋,法 家自非専門善於其事者,察 則過於深刻,昧 者不知所守,

軽重高下,鮮 能適宜.其 或処心(私循)〔徊私〕,唯法是翫,尤 為利害.兼 照

得,検 法係八品正官,亦 無州府吏人,既 非才選,軌 用補充者.今 後,合 無

於省部令 史内,選 択知経史,明 法律,識 政体,明 良公平之人(者)〔補〕充,

似為相応.合 行挙呈.

【訳】 中書省の橡の内か ら検法官を抜擢することを論 じる意見書

□□□□いま置かれている検法官は,そ の多くを州 ・府の司吏などか ら選抜
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してお り,た とえば,刑 部□□□□安某などがそ うである.

そもそも,刑 部(の職務)は人命に関わるものであ り,法 に携わる者は専門的

に法令運用に長けていなければ,穿 ち過 ぎれば厳正に過ぎ,職 務の何たるかを

知らなければ,拠 るべき法令 もわからず,懲 罰の軽重を適切に運用することが

できない.私 情に従おうという魂胆をもち,た だ法をもてあそぼうとするもの

が一番害悪を及ぼす.そ のうえ,検 法官は八品の入流官であり,州 ・府の胃吏

が,入 流官として能力を認められたわけで もないうえに,妄 りに充てられるい

われはないのである.以 後,中 書省の令史の内から,経 書史書に通 じ,法 律に

明るく,政 の肝要 を知 り,賢 明善良で公平な者を選抜 して充てるのが適当であ

ろう.

以上,具 呈書をおくるべ きである.

【註 】 ● 検 法 官 一 そ の実 態 は明 らか で ない が,宋 ・金 ・元 三朝 の 中央 衙 門 に

置 か れ た 首領 官 ク ラス の 官 員.「 金 史』巻55・ 百 官志1・ 礼 部 ・左 三部 検 法 司の

条 は「司 正 二 員,正 八 品,法 状 を披 詳 す る を掌 る.検 法 二 十 二員,従 八 品,各 司

の 取 法 文 字 を検 断 す る を掌 る」と い い,『 東 都 事 略 』巻112・ 循 吏 伝 ・高 賦 の条

は「専 ら謝 疏 駁 事 を平 らか にす る を以 て す」とい う.『 元 史』は御 史毫 に の み検 法

官 が 置 か れ た よ う に記 述 す るが 倦86・ 百官志2・ 御史壼 の条 「至元五年(1268),始

めて塁 を立て官 を建 て,官 七員 を設 く.… …典事従七 品,検 法二員,獄 丞一員.… …十

九年(1282),検 法 ・獄丞 を罷 む」),同 書 巻170・ 楊 提 伝 に 「楊 湿,字 は彦 清,… …

始 め 府 吏 を以 て 検 法 に遷 る.中 統 元 年,辟 か れ て 中書 橡 と為 る」とあ り,ま た

『秋 澗 集 』巻80・ 『中堂 事 記 』上 に は 中 統 元 年(1260)に 「検:法兼 縁 堂 一 人」に沈 侃

が任 命 され た と記 述 す る か ら,検 法 官 が 中 書 省 に も中統 元 年 か ら置 か れ た こ と

は 明 らか で あ る,な お,こ の沈 侃 が 至 元 五 年 以 後 は 御 史壼 の検 法 官 を務 め た よ

うで あ る(『永楽大典』巻2607・ 壼 ・御史ii軽2所収 『経世大典』参照).● □ □ ロ ロ

見 設 検 法 官 一 「四 庫 全 書 』本 は鉄 文 を 「窃 照 近 日」に作 る が,「 近 日」は 「見設 」

と矛 盾 す る.ま た,本 案件 は 「刑 部 」とい い 「省 部 」とい う よ うに,中 央 衙 門 の
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中でも,特 に中書省 ・左右部の検法官を問題にしているように思われる.と す

れば,「近 日」の部分に「省部」の文字が入ることも考えられる.● 司吏一

路府州県等の地方の衙門に所属する案順吏員を 「司吏」といった.『元典章』巻

12・吏部6・ 吏制1・ 司吏 ・遷転人吏の条に,「所轄の路府州県の司吏は,即 ち

土豪の家の買嘱して承充するに係る.外 には権豪と交接 して民産を侵嶽 し,内

には官府を把持して簿書を捏合す.本 身は吏た りて,兄 弟 ・子姪 ・親戚人等を

府州司県の写発に置く.上 下交通 し,表 裏に好を為 して,詞 訟を起滅す.久 し

く衙門を占め,郷 土を出離するを肯んぜず」というように,司 吏の多 くは在地の

人間が務めたようであり,地 元の勢力と結びついて不正の温床 となった.王 憧

はここで,そ うした司吏が不当に検法官を務める問題を指摘 しているものと思

われる.● 如刑□□□□□安某一「四庫全書』本は訣文を「部之検法官」に

作る.● 且一発語の助辞.「 助字舞略』参照.●(私 循)〔殉私〕一 『四

庫全書』本により改めた.● 才選一 「才選」は 「材選」とも書 き,入 流官が

何考か経た後に,才 能を認められて特別な職務に充てられることをいう.

●朝[用一 「朝[」は,勝 手に,の 意.84-4の 註参照.● 令 史一中書省 ・枢

密院 ・御史壼,な らびにその出先機関である行中書省 ・行御史壼 ・大都路総管

府 ・上都留守司等,二 品以上の衙門に置かれていた案績吏員を総称 して「令史」

という.金 朝期にあっては,「令史」は入流官 として扱われ,官 人を胃吏扱いす

るものだ,と の批判はありながらも,「令史」になることは進士及第者の出世の

捷径にもなっていた(劉祁r帰潜志』巻7・ 省吏の条参照).元 初の庶制は多 く金制

を襲 うが,「令史」も同様で,や は り入流官として扱われた。なお,陶 宗儀 『南

村畷耕録』巻2・ 令史の条に 「国朝 凡そ省 ・基 ・院の吏を橡史と日うに,独 り

江南行壼のみ令史と作すは,蓋 し至元十四年(1277)に 初めて行壼を立つる日,

御史大夫に三品の秩を授 くるが故に縁るなり.後 に一品を陞すと錐も,因 循 を

楽 しみて申明改正を為さず.西 毫立つるに,南 皇 已に品秩を陞すを視れば,則

ち橡史と日う」というように,「令史」は「橡史」とも呼ばれた。 ●(者)〔補〕

充一文意により改めた.『 四庫全書』本は,「著充」に作る.
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85-3為 添設按 察司八道事状

切見,四 道按察司,部 内寛遠,一 出巡按,動 経半年,往 返万里,不 惟官吏

生受,其 実葵艮於周察.又 体知得,高 麗島夷小邦,尚 設按察八道.今 東寧府

内属鳳州等郡県,乃 一道也.況 堂堂十万里之大国乎.拠 見設四道按察司,

毎道合無添作両道,依 上勾当,宴 為便益.

【訳】 按察司を増置して八道とすることについての意見書

いま四道に分割されている按察司は,管 轄の面積がそれぞれに広 く,一 度巡

察に出ればすぐに半年は過 ぎ,往 復は一万里もあって,(担 当の)官 吏が苦 しむ

ばか りか,実 際には区内を全部見てまわることも困難である.そ のうえ,実 地

に知ったところでは,高 麗のような東の小さな島国でさえ,八 道に分割 して按

察司を設け,東 寧府に内属する鳳州以下(旧高麗領)の 州県までも一道 となって

いるのである1四 方十万里の堂堂たる彊域を有するご公家が(按察司を八道に区

分すべ きなのは),ま して当然であろう.

いま設けられている四道按察司については,各 道ごとに二道に分け,上 記の

ようにして仕事 をさせれば,官 ・民ともに有益である.

【註】 ●添設按察司一モ ンゴル時代の監察機構は,ク ビライ時代以前 には

断事官や廉訪使があったが,中 国風の官制を一応意識 したそれは,至 元五年

(1268)に御 史壼が発足 して翌六年に設けられた「四道按察司」が始めである(『元

史』巻6・ 世祖本紀3・ 至元六年正月の条参照).ま た 「四道」とは,『元史』巻86・

百官志2・ 粛政廉訪司の条に,「国初,提 刑按察司を四道に立つ.曰 く山東東西

道,曰 く河東陳西道,曰 く山北東西道,曰 く河北河南道」とあるのがそれであ

り,同 条の記述によれば,至 元八年(1271)に 河東陳西道が二つに分割され五道

となり,十 二年に山北東西道が二つに分割 されて六道 となり,そ の後至元十三

年に按察司は宣慰司に併合され,十 四年に復活 した折には旧南宋領にのみ八道
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が置かれたという.こ のことからすると,本 案件は按察司が五道に分割された

至元八年以前に書かれたのであ り,同 様の観点から,「見設按察司五道」と記述

する『烏憂筆補』5「論陳提刑改除不宜取解由事状」(87-12)は 八年以後に書かれ

たことになる.ま た,「添設按察司八道」は,「八道を添設する」のではなく「添

設 した結果八道になる」ことが,本 文の内容から推察される.● 動一往往 ・

やや もすれば,の 意.84-7の 註参照.● 体知得一 この表現を文字通 り考

えるならば,王 憧は実際に高麗の地を訪れたことになるだろう.● 島夷小

邦一朝鮮半島を 「島夷」とする認識は古 くからあったようで,た とえば 「尚書』

禺貢にある 「島夷皮服」という表現に対 し,顔 師古は 「今朝鮮地」という註 をっ

けている(清 ・朱鶴齢『禺貢長箋捲1所 引).● 設按察八道一高麗に按察司八

道が設けられたことをいうこの記述は,史 書の訣を補ってきわめて重要だが,

その実態がいかなるものであったかはよくわからない.林 術 らの反乱(後述)を

制圧するために高麗に入ったモンゴル軍の側が,地 元の動向を監察する廉訪使

のようなものを八道に派遣 したことを恐らくいうのであろう.● 東寧府内

属鳳州等郡県一束寧府については,『元史』巻59・ 地理志2に 「東寧路,本 と

高句朧の平壌城にして,亦 た長安城 とも日う.… …元の至元六年(126g),李 延

齢 ・崔坦 ・玄元烈等 府州県鎮六十城を以て来帰す.八 年,西 京を改めて東寧府

と為す」というほか,同 書巻7・ 世祖本紀4・ 至元七年正月甲寅の条にも「高麗

の西京内属に詔 して東寧府に改め,慈 悲嶺を画して界と為す」とあり,同 書巻

208・ 外夷伝1・ 高麗 ・至元七年正月の条にも 「西京内属に詔 して東寧府に改

む.慈 悲嶺を画 して界と為 し,忙 寄都 を以て安撫使 と為 し,虎 符 を侃び,兵 を

率いて其の西境を戌 らしむ」とある,高 麗では至元六年に林術 らが反乱を起 こ

し,こ れを制圧するために,ク ビライは忙寄都や趙良弼らを派遣 していた.西

京とは今のピョンヤン.東 寧府に改められたのがいつかは定かでないが,や は

り「本紀」のいう至元七年正月に従うべきだろう.ま た,鳳 州については,『高

麗史』巻58・ 地理3に 「鳳州,本 と高句麗の鵜晶郡なり.新 羅の景徳王,改 め

て栖巌郡 と為す.高 麗の初め,今 名に更む」とある.モ ンゴル側は,東 寧府 を立
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てた直後に高麗に屯田を置いたようだが,そ の経略使が置かれたのが鳳州だっ

たようである(r元高麗紀事』による).王 悼が東寧府を訪れたとすれば,至 元七年

のことだったに違いない.本 案件は,旧 高麗領に東寧府が置かれた至元七年

(1270)正月から,按 察司が五道に分割された至元八年三月乙丑までの間に書か

れたと推測される.● 便益一『吏学指南』詳恕の条に「官民両利を謂うなり」

とある.

85-4論 起移懐孟路新 民事状

伏見,懐 孟新民二千戸,大 小一万飴口,今 将差官分間起移,前 往中興路安

置.止 恐因而別生事端.然 狂惇有言者,特 本管頭目三数人耳.今 以在官審

実,有 状罪之可也.拠 中間事情,恐 小民或不預知.兼 此等倶係車駕渡江時

軍前好投拝人戸,前 後恩笹十年,一 旦徒就遠地,誠 当念慮若万一生事,深

繋利害.且 即目春首,当 国家布徳施恵,助 長生之気.又 蛙旱連年,所 在生

受.今 者遷徒遠去,不 惟費用浩大,経 過州県,飲 食供頓,人 兵防送,必 致

騒擾,其 間更多卒難起移之事,而 老弱因流離道路,困 乏疾疫,不 無死損.

恐転傷和気,又 非来遠人之道也.参 詳,莫 若分移使実近裏州郡,破 散支党

列之編戸,一 隷有司管領,甚 為長便.

【訳1懐 孟路の新附の民を移すことを論 じる意見書

わた くしが思うに,懐 孟路にいる南宋からの新附の民二千戸,老 若一万人あ

まりは,役 人を派遣 して調査区別 し,い ま中興路に移 し住まわせようとしてい

る.た だ懸念するのは,こ れをいいかげんに処理 してしまうと何らかの事態を

派生 しかねない点である,謀 反の言をなす者がいたとはいえ,二 千戸の新民を

管轄する数人の長だけであった.(こ の数人については)い ま当地の役所で事実

を明らかにし,し かるべ く処理がなされた.内 部の事情については,二 千戸の
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民らは恐 らく預か り知 らないことである.加 えて,彼 らはみなカアンが長江を

渡られた際に自ら好んで投降してきた者たちで,そ の後のカアンの下された恩

恵は十年 にわたるのに,い ったん遠方(中興路)に移住 させると,万 が一の事件

が起こった場合に,大 きな害 を生む可能性があろう.し か も,、今は春の初め

で,国 家が徳 を布 き,恵 みを施 し,作 物の生長を助ける時期である.そ のうえ

各地は蛭害 ・旱越が続いて苦 しんでいる.い ま彼 らを移住 させて遠方へ移す

と,た だ単に経費がかさむだけではなく,通 過する州 ・県で食糧を供出 し護送

の兵 を用意して,必 ずや騒 ぎが起 こり,そ うこうするうちに,新 附の民を移動

させにくい多 くの事柄 も発生 し,さ らには,老 人や幼い者が道中に生き別れ,

疲れ死んでしまうこともあるだろう,こ れではかえってお上の教化を損ない,

また遠来の者 をもてなす道でもない.

思うに,こ れらの民を分割 して移住 させ,(懐 孟の)近隣の州に所属させ,分

裂 した集団をさらに解体整理 して戸を編成し,と もに役所の管轄下に置いて管

理 させるのが,長 期の便宜であろう,

【註 】 ● 懐 孟 路 新 民 一 『元 史』巻4・ 世 祖 本 紀1・ 歳 丙 辰(憲 宗 六年,1256)の

条 に 「憲 宗 命 じで 陵州 を益 して分 地 と為 さ しむ」 とあ る よ うに,懐 孟 に は世 祖

ク ビラ イの分 地が あ っ た.ま た 「新民 」は,南 宋 か ら帰順 して きた 「新 附 民 」の

謂,己 未 年(憲 宗九年,1259),ク ビラ イ は憲 宗 モ ンケ の命 を受 けて 南宋 領 の 郡州

へ 南 下 したが,そ の 那 州 の役 の 際 に得 た 「新 附民 」を 自 らの投 下領 で あ る懐 孟 に

置 い た のが,本 案 件 の い う「懐 孟 路 新 民 」で あ る.『 元 史』巻4・ 世 祖 本 紀1・ 歳

己未(憲 宗九年,1259)閏 月の 条 に 「(張)文 謙 に命 じて 降民 二 万 を発 して北 帰 せ し

む」とい い,ま た,同 書 巻4・ 世 祖 本 紀1・ 中統 二 年(1261)秋 七 月 の条 に 「渡 江

の 新 附民 の 票 州 に 留 屯 す る者 は,懐 孟 に 徒居 せ しめ,其 の 種 食 を貸 す 」,さ ら

に,同 条 に 「那州 の青 山磯 ・1許黄 洲 よ り招 く所 の新 民 の 遷 して江 北 に至 ら しむ る

者 は,官 を設 け て之 を領 せ しむ.勅 して懐孟 の牧 地 は民 の耕 墾 す る を聴 す 」とい

う.こ の 「新 附 民 」は,至 元 七年(1270)十 二 月 か ら至 元 八 年 正 月 にか け て,一 部
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が さ らに 旧西 夏 領 の 中興 路 に移 され た と思 わ れ,『 元 史』巻7・ 世 祖 本 紀4・ 至

元七 年 十 二 月 の 条 は 「懐 孟 の 新民 千 八 百鯨 戸 を徒 して河 西 に居 せ しむ 」とい い,

ま た,同 書 巻100・ 兵 志3・ 屯 田 ・甘 粛 等処 行 中 書省 所 轄 軍民 屯 田 ・寧 夏 営 田

司屯 田 の 条 は 「世 祖 至 元 八 年(1271>正 月,己 未 の年(1259)の 随 州 ・郡 州 の 投 降

した る人 民 一 千一 百 七 戸 を簸 発 し,中 興 に往 きて 居住 せ しむ」とい う.ま た,同

書 巻170・ 衰 裕 伝 に も 「(至元)八 年 監察 御 史 を拝 し,俄 か に 旨有 りて 西 夏 中 興

等 路 新 民 安 撫 副 使 を授 か り,本 道 巡 行 勧 農 副 使 ・奉 直 大 夫 を兼 ね,金 符 を侃

す.時 に那 民 万 餓 を西 夏 に徒 す.有 司厘 食 を与 う と難 も,而 る に 流離 顛 浦 猶 お

多 し」とい う記 述 が あ る.し た が っ て,本 案件 は至 元七 年十 二 月 前 後 に書 かれ た

もの と推 測 され る.な お,「 烏 壼 筆 補 』6「為 懐 孟 路 新 民 不 便 事 状 」(88-Ig)も,

や は り同様 に 「懐 孟 路 新 民 」につ い て 述 べ る.● 二 千 戸 大 小 一 万 鯨 ロ ー 前

註 に引 い た,『 元 史 』巻7・ 世 祖 本 紀4・ 至元 七 年 十二 月 の条,及 び衰 裕 伝 の 記

述 す る数 値 とほ ぼ 一致 す る.● 分 間一(漢)は 「判 別 」・とい う.調 べ て 区 別

す る,の 意.● 起 移 一 宋 元期 の 吏順 語.主 に戸 籍 を移 す こ とを い う.

● 中興 路 一 後 の 寧 夏府 路.「 中興 」の 名 は,恐 ら く西 夏 の 中興 府 に 由来 し,漢 文

史料 で は一 般 に 「興 慶 」と記 述 され る.本 案 件 や 『元 史』巻7・ 世祖 本 紀4等 に

「中興 路」と見 え るの は,モ ン ゴル が 西夏 の 地 名 を 襲 っ た例 と して注 目され る.

なお,中 興 路 が寧 夏 府 路 に 改 め られ る の は至 元 二 十五 年(1288)(r元 史』巻15・ 世

祖本紀12参 照)。 ● 因 而 一 い い か げ ん に ・勝 手 に,の 意.(張)参 照.

● 然 一 「錐 然 」と 同意.● 三 数 人 一 「数 人」の 意.● 在 官 一 「所 在 官 吏」

ない し「所 在 官 員 」の意 に解 した.● 車 駕 渡 江 時 一 己未 年(憲 宗九年,玉259),

ク ビ ラ イが 長 江 を渡 っ て南 下 した 「那 州 の 役 」を指 す,● 前 後 恩 憧 十 年 一

「那 州 の役 」か ら 「前 後 恩 憧 十 年 」で あ れ ば 至元 六年(1269)に あ た り,本 案件 の

段 階 で は,ま さ に懐 孟 の 新 附 の民 が 中興 路 へ 振 り分 け られ ん と して い る と こ ろ

で あ る,● 即 目一85-1の 註 参 照.● 転 傷 一 「転 」は 「却 」の 意.

● 遠 人 一 「懐 孟 新 民 二 千 戸 」を い うの で は な く,い ま南 宋 に い る人 々 を指 す 。

● 近 裏 州 郡 一 『烏 毫 筆 補 』6「 為 懐 孟 路 新 民 不 便 事 状 」(88-1g)に は,「 懐 孟 路 の
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新民三千鯨戸は,六 処に俵居すと難も,終 に大河に瀕近 し,又 た本路の節制の

内に在らず」と記され,本 案件で王憧が具申したとお り,懐 孟の新附の民が黄河

に程近い 「近裏州郡」の六箇所に振 り分けられたのも事実のようである.

●破散支党一「支党」は首領に追随する集団の謂.「 宋史』巻416・ 呉淵伝 に「其

の渠魁を繊ぼし,其 の支党を散ず」とある。「支党を破散する」とは,『三国志』

巻 正4・魏書14・ 董昭伝に「伏 して惟えらく,前 後の聖詔,深 く浮偽を疾み,以

て邪党を破散せんと欲し,常 に用て切歯す」というように,長 を失った党をさら

に分解すること.● 長便一 『吏学指南』詳恕の条に「久しく利益有 るを謂う

な り」とある.

85-5論 丞 相 史公 位 師 保 事状

(「国」「朝廷」で空格,「累聖」で改行平出)

蓋聞,崇 徳報功,聖 之盛事,尊 賢敬老,国 之常経.伏 見,前 中書左丞

相平章政事 史公某,徳 望素高,忠 勤両著.比 者,朝 廷以元老勲臣,

累聖春遇,詔 離重地,時 錫寵光,蓋 所以安老臣而崇徳業也.今 史公,年 難

耳順,精 力未衰,謀 猷風彩,足 以儀刑中外,表 正:群卿,而 坐鎮雅俗.倉 謂

宜封公爵,又 聞将帰真定.設 若允愈,不 過角巾私第,安 栄一身耳.伏 念,

師保之列,久 暖其人.合 無奏聞,使 居斯位,以 備論思,必 能進尽忠言,有

所広益也.如 此,不 独尽養老乞言之道,抑 以激勧人臣,馨 端忠尽之節,天

下幸甚.拠 此合行具呈,

【訳】 丞相史天沢殿を三公の位につけることを論 じる意見書

聞 くところによれば,有 徳者を尊崇 し功労に報いることは天子の立派な仕事

であり,賢 者を尊び年長者を敬うことはこ公家の務めである.わ たくしが思 う

に,前 中書左丞相平章政事の史天沢殿は,以 前から有徳の名声が高 く,忠 ・勤

で知 られる.以 前 より,元 老や勲臣に,歴 代のみかどはおぼ しめしをかけら
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れ,詔 に よ って 戦 地 を離 れ る 際 に,常 に直 接 恩 徳 を賜 って こ られ た の は,思 う

に,年 長 の重 臣 を大 切 に し,徳 の 高 い行 い を尊 ぶ が ため で あ る.

い ま 史天 沢殿 は,耳 順 の歳 とは い え力 は衰 え る こ とな く,は か りご と と威 容

は内外 の模 範 とな り,群 臣た ちに手 本 を示 して,居 なが ら に世 の士 民 を鎮 め る だ

け の力 を もつ.誰 もが 国 公 に封 ぜ られ る と思 って い た の に,な ん と真 定 に帰 る

との こ と.も しそ れ を許 して し まえ ば,史 天 沢殿 は 私 邸 に 隠居 して,ひ と り安

ん じて 栄 誉 に浴 す る だ けで あ る.

恐 れ な が ら思 うに,三 公 の 位 は長 い あ い だ空 席 の ま まで あ る.カ ア ンに上 奏

して,史 天 沢殿 を三 公 の位 につ け,天 下 の こ政論 に 備 え た な らば,必 ず や 尽 忠

の 上 言 を し,大 方 に利 す る こ と に な ろ う.こ の よ う にす れ ば,年 長 者 を慈 し

み,そ の 教 え を乞 う とい う道 理 に か な うだ けで な く,臣 下 を鼓 舞 し,尽 忠 の節

義 をつ くさせ る こ と に も な って,天 下 の 幸 い と なろ う.

これ に つ い て は具 呈 書 をお くるべ きで あ る.

【註】 ●丞相 史公一 史天沢 をいう.「元史』巻7・ 世祖本紀4・ 至元八年

(1271)正月己卯の条に「史天沢 告老するも,允 さず」とある.本 案件は,恐 らく

この前後に書かれた.史 天沢は,モ ンゴル時代の丞相の中で も特に詳細にその

事績を知 りうる人物であるが,そ れは主に,王 暉が史氏に関わる文章を多 く残

したことによると思われる.王 憧は,史 天沢について,代 表的なものだけでも

「開府儀同三司中書左丞相忠武史公家伝」(r秋澗集』巻48),「 大元国趙州創建故開

府儀同三司中書右丞相贈太尉忠武史公祠堂碑銘井序」(『秋澗集』巻55)という二つ

の重要な伝記資料を残 してお り,ま た,『烏塁筆補』の本巻においても,史 氏に

関係するものは本案件を除いてもさらに二つある.王 悸が史天沢に関わる文章

を多 く残 した理由のひとつは,『元史』巻167・ 王偉伝に 「史天沢 兵を将いて宋

を攻むるに,衛 を過 ぎる.一 見して接えるに賓礼を以てす」(「開府儀同三司中書左

丞相忠武史公家伝」は「不肖悔,狼りに公の門に登ること年有り」という)と述べるよう

に,王悼 と史氏の特別な関わ りがあったと思われる,だ が,当 時の政治情勢を考
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えるに理由はそれのみではなかったのであり,ア フマ ドをめぐる対立構図に,

恐らくもうひとつの理由があったはずである.史 天沢とアフマ ドは,た とえば

『元史』巻205・ 阿合馬伝が,至 元七年(1270)前 後のこととして両者の「争辮」を

記述するように,そ の関係は決 して良好なものではなかった.王 揮は,『烏壷筆

補』85-1・85-8・85-10(い ずれも本稿所収)といった案件で実質的にはアフ

マ ド批判 を展開しているが,ま た,「元史』巻126・ 廉希憲伝 に 「(至元)五 年

(1268),始 めて御史壼を建て,継 ぎて各道提刑按察司を設 く.時 に阿合馬 専 ら

財利を総べ,乃 ち曰く『庶務は諸路に責成 し,銭 穀は之を転運に付 さんとする

も,今 之を縄治すること此の如 くんば,事 何に由りてか辮ぜん』と。希憲曰く

『憂察を立つるは,古 の制なり.内 なれば則ち好邪を弾劾し,外 なれば則ち非常

を察視す.民 嗅を訪求せば,国 政に稗益すること,此 より大なるは無 し.若 し

之を去れば,上 下をして専 ら貧暴を恣にせ しめ,事 量に集む可けんや』と,阿

合馬 対うること能わず」というように,御 史毫 とアフマ ドのあいだには深い対

立があったと推測される.そ うした王渾の立場からすれば,史 天沢はアフマ ド

に対抗する最 も重要な拠 り所でもあったはずである.王 憧が,本 案件を始めと

して史氏関係の記述を多 く残 した背景には,恐 らくこうした事情があった.

●師保一太師 ・太傅 ・太保のいわゆる「三公」をいう.王 憧はここで,至 元元年

八月に太保に除せられた劉乗忠を意識 しているだろう.な お,劉 乗忠が太保に

除せられたことについては,王 磐「故光禄大夫太保贈太傅儀同三司文貞劉公神道

碑銘井序」(r劉太傅蔵春集』巻6・ 付録)に 「(中統五年(=至 元元年)秋八月)公 に光

禄大夫位を授け,太 保に位 し,中 書の事を参領せしむ」とある.な お,元 の「三

公」については,『国朝文類』巻40・ 経世大典序録 ・三公の条参照.● 前 中

書左丞相一 『元史』巻155・ 史天沢伝 には「(至元四年)復 た光禄大夫を授け,中

書左丞相に改む」とある.ま た 『元史』巻112・ 宰相年表1に よると,史 天沢は

至元六年まで左丞相だったとされる.● 累聖一改行平出されていることか

らすれば,チ ンギス以来の歴代カアンを指すだろう.● 今史公年難耳順一

前註で述べたごとく,こ の案件は至元八年q271>前 後に書かれたと思われ,史
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天 沢 の 伝 記 史料 に よれ ば,こ の と き彼 は七 十 歳 前 後で あ っ た.時 代 は下 るが,

『元 史 』巻84・ 選挙 志4・ 考 課 の 条 に 「凡 そ官 員 の致 仕,至 元 二十 八年(1291),

省 議 した る に,『 諸 職 の 官 は年 七 十 に及 べ ば,精 力 衰耗 す,例 と して応 に致 仕 す

べ し』」とあ り,ま た 『元 典 章 』巻11・ 吏 部5・ 職 制2・ 致 仕 ・七 十 致仕 の 条,

『通 制 条 格 』巻6・ 選挙 ・軍 官襲 替 の条 等 も,軍 官 は七 十 で 致仕 す る こ と を述べ

る,七 十 で 致 仕 す る慣 例 は恐 ら く古 くか らあ っ た ので あ り,だ か ら こそ 史天 沢

も至 元 八 年 に 「告 老 」 した の で あ ろ う.と す れ ば,王 憧 が こ こで なぜ 「耳 順 」と

い う言 葉 を使 っ た のか,よ くわ か らな い.● 風 彩 一 按 察 使 や 廉 訪 使 と して

各 地 を 「粛 正」しう る威 厳 をい う.● 公 爵 一 『元 史1巻91・ 百 官 志7・ 勲 爵

の 条 に 「爵 八 等 」が 記 述 され る.「 王 」「郡 王 」が諸 王 ・鮒 馬 に与 え られ る もの だ

とす れ ば,漢 人 の 最 高 位 は 「国公 」とい うこ とに な る.王 憧 は,や は り史天 沢 に

つ い て 論 じた 「鳥 窒 筆 補 』3「 史丞 相子 格 合任 用状 」(85-25)の 中 で,魯 国 公 厳

実 と察 国 公 張柔 に言 及 してお り,本 案 件 にお い て も恐 ら く国公 を意 識 して い た

と思 われ る ゐで,こ こ に い う 「公爵 」を敢 えて 「国公 」と訳 した.な お,史 天 沢

は至 元 八 年(1271)に 「国 公 」な らぬ 「開府 儀i同三 司 平 章 軍 国重 事 」に封 じ られ て

い る(『国朝文類 』巻40・ 経世大典序録 ・三公の条 は 「開府儀 同三 司」について,「儀 同三

司は金の旧制 に因 り,之 を散官 と謂 う.実 は開府 の儀無 きとな り.凡 そ開府 なる者は則ち

参軍 ・長 史の属有 り」とい う).● 将 帰 真 定 一 史天 沢 は至 元 六 年(126g)正 月 よ

り嚢 陽 攻 め に参 加 してい た が,至 元 七年 に病 気 を理 由 に戦 線 を離 脱 して 帰 還 し

て い る.前 註 で も言 及 した とお り,こ の 頃 史 天沢 は 引退 しよ う と してい た.

● 抑 以 一 「抑 亦 」に 同 じ.「 不 独 」と対応 す る こ とば.

85-6請 明 国朝姓 氏状

(「聖朝」「国朝」で改行平出)

蓋聞,自 古有国之君,皆 推原世系,以 明姓氏.如 軒韓以有熊為氏,帝 尭以

陶唐為氏,夏 以姐,商 以子,周 以姫,亡 遼以耶律姓,残 金以完顔姓,是
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也.伏 惟,

聖朝奄有区宇,六 十絵載,際 天所覆,岡 不臣属,而 又礼文制度楽然一新.

欽惟,

国朝姓氏広大徽赫,遠 降自天,今 輝潜未発,無 以啓悟臣民視聴之願.兼 体

知得,有 親散賜姓等氏.誠 宜区別親疎,使 貴賎之間,各 有仮序.然 後詔詰

万方,使 如日麗天規耀六合,上 以接千歳之統,下 以垂無彊之偉蹟也.揮 職

居言責,細 大之事,似 宜敷陳,故 愚慮所及,不 敢少隠.

【訳 】 ご公 家 の姓 ・氏 を明 らか にす る こ と を請 う意 見書

聞 く と こ ろ で は,領 土 を 保 つ 君 主 は,昔 か ら,み な そ の 家 系 の 淵 源 を た ず

ね,姓 ・氏 を明 らか にす る とい う.た とえ ば,軒 韓 は有 熊 を氏 と し,帝 嘉 は陶

唐 を氏 とす る,夏 は娚,商 は 子,周 は姫,亡 遼 は耶 律,残 金 は完 顔 を姓 と した

の が それ で あ る.わ が ご公 家 は広 く世 界 を領 有 す る こ と六 十 飴 年,天 の続 くか

ぎ り臣従 しない もの はな く,そ の うえ,さ まざ ま な儀 式 ・制 度 を一新 され た.

わ た く しが 思 う に,わ が ご公家 の姓 ・氏 は偉 大 な る天 命 の 表象 で あ り,遥 か な

る天 か ら頂 い た もの で あ りな が ら,い ま,そ の 天 の 光 を明 らか にせ ず,栄 光 を

つ ぶ さ に知 りた い と思 う臣 下 ・人民 の 願 い を満 足 させ る こ とが で きな い で い

る.し か も,わ た くしが 実 際 に知 っ てい る と ころで は,親 しい 者 が い れ ば(天 子

は)姓 等 の 家 柄 をお 与 え に な って い る.(姓 氏 を定 め)血 筋 を明 確 に して,身 分

の 上 下 を秩 序 あ る もの とすべ きで あ ろ う.そ う して こそ は じめ て,ご 公 家 が 四

方 に命 令 を出 して も,太 陽が 天 に輝 くが ご と くに世 界 を照 ら し,上 は千 歳 の正

統 に連 な り,下 は永 遠 の 偉 業 と して模 範 を垂 れ る こ と に な るの で あ る.

わ た く し王 憧 は,御 史塁 に奉 職 す る以 上,意 見 が あ れ ば い か な る こ とで も も

ら さず 述べ るべ きで あ ろ う.し た が って,浅 は か な 考 え の及 ぶ か ぎ り,包 み 隠

さず 述 べ た 次 第 で あ る.

【註 】 ● 姓 氏 一 『元 史』巻1・ 太祖 本紀1の 冒 頭 に 「太 祖,・ ・… ・諄:は鉄 木 真,
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奇 渥 温 氏 を姓 と し,蒙 古 部 の 人 」と言 う よ う に,「 氏 」は血 族 の よ り広 い範 疇 に

属 し,「 姓 」は よ り狭 い概 念 だ と思 われ る.本 案 件 は,モ ン ゴル王 族 の家 系 ・部

族 に 適 当 な 「姓 」「氏 」を与 え るべ き こ と を論 じる もの で あ り,漢 語 で記 述 さ れ た

非 漢 族 の 家 系 ・部族 が 中 国 に お い てそ もそ もどの よ うな 観 点 か ら捉 え られ て い

る か を知 る重 要 な手 掛 か りに な り うるが,「 姓 」「氏 」の概 念 ・起 源 につ い て,当

の 中 国 が必 ず し も明瞭 に規 定 して い るわ け で は な く,本 案 件 にお い て もそ れ が

どの よ うに使 い分 け られ てい るの か,結 局 の と ころ よ くわ か らな い.た だ し,

王 憧 は恐 ら く,「 族」を最 も大 きな 集 合 と と らえ,そ の 中 に 「氏」が あ り,さ ら に

そ の 中 に 「姓 」が あ る と捉 えて い た はず で あ り,そ の こ とは,彼 の 『玉 堂 嘉 話 』

(『秋澗集』巻98)に,南 宋 ・衛 湿 『礼 記 集 説 』巻5を 引 きな が ら次 の よ うに い う こ

とに よ って,多 少 は確 認 で きる.す な わ ち「姓 は天 子 に 非 ざれ ば 以 て賜 う可 か ら

ず.而 して 氏 は,諸 侯 に 非 ざれ ば 以 て 命ず 可 か らず.姓 は,百 姓 の 正 統 を繋 ぐ

所 以(た とえば,姓 が嫡子 によって受け継がれてい くことな どを想定すべ きだろ う),氏

は子 孫 の 考 出 を 別つ 所 以(た とえば,庶 子が母の違いに よって区別 されることなどを想

定すべ きだろう),族 なれ ば則 ち氏 の 聚 まれ る所 の み.古 は,或 は氏 は 国 に則 る.

斉 ・魯 ・秦 ・呉,是 な り.氏 は言盆に則 る.文 ・武 ・成 ・宣,是 な り.氏 は 官 に

則 る.司 馬 ・司 徒,是 な り.氏 の 爵 に則 れ ば 王 孫 ・公 孫,氏 の 字 に則 れ ば孟

孫 ・叔 孫,氏 の 居 に則 れ ば東 門 ・北 郭,氏 の志 に則 れ ば 三 烏 ・五 鹿,氏 の事 に

則 れ ば巫 ・土 ・匠 ・陶,是 な り.蓋 し,姓 を別 て ば 則 ち 氏 と為 る.氏 に 即 け ば

則 ち族 有 り.族 に氏 を同 じくせ ざ る無 し,氏 は族 を 同 じ くせ ざる 有 り.故 に,

八 元 ・八 凱 は高 陽氏 ・高 辛 氏 に 出で て之 を十 六 族 と謂 う.是 れ,氏 の族 を 同 じ

くせ ざ る有 る な り.商 氏 ・条 氏 ・徐 氏 の 類,之 を六 族 と謂 い,陶 氏 ・施 氏 の

類,之 を七 族 と謂 い,宋 氏 ・華 氏,之 を戴 族 と謂 い,向 氏,之 を桓 族 と謂 う.

是 れ,族 は氏 を 同 じ くせ ざる無 き な り」.● 軒 韓 以 有 熊 … … 周 以 姫 一 こ こ

で の 「姓 」と 「氏 」の使 い分 け は,伝 統 に従 っ た通 念 で あ り,た と え ば,『 史記 』

巻1・ 五 帝 本 紀 は,そ の冒 頭 で 「黄 帝 は少 典 の子,公 孫 を姓 と し,名 は 軒韓 と日

う」とい い,同 本 紀 の末 尾 で は「黄 帝 よ り舜,禺 に至 る まで,皆 な姓 を 同 じ く し
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て其 の 国号 を異 に し,以 て 明 徳 を 章 か に す る な り.故 に,黄 帝 は有 熊 と為 し,

… …帝 奏 は陶 唐 と為 し
,… … 帝 禺 は 夏后 と為 して氏 を別 か ち,姐 氏 を姓 とす 。

契 は商 と為 し,子 氏 を姓 とす.奔 は 周 と為 し,姫 氏 を姓 とす」と もい う,『 史記 』

が,「 有 熊 」「陶唐 」を 「氏 」と認 識 し,「 姐 氏 」「子 氏 」「姫氏 」をそ れ ぞ れ 「姓 」と

認 識 した こ とは明 らか だ ろ う.た だ し,「 氏 」と「姓 」とが 元 来 どの よ う に使 い 分

け られ たの か は,『 史記 』の 場 合 も よ くわ か らな い.こ う した通 念 は 王渾 の 同 時

代 まで 広 くい きわた って お り,そ の こ とは元 刊 本 『事 林 広 記 』帝 系類 に同様 の 記

述 が 見 られ る こ とに よ っ て も確 認 で き る.● 兼 体 知 得 有 親 散 賜 姓 等 氏 一

こ の二 句 は,具 体 的 に何 をい う の か,よ くわ か らな い.「 体 知 」とい うの だ か

ら,実 際 の 見 聞 に も とつ い た知 識 を い うの で あ ろ うが,「 有 親 散 賜 姓 等 氏 」が モ

ン ゴル 時 代 の いか なる具 体 的事 例 を指 す の か は不 明 で あ る.ま た,「 有 親 散賜 姓

等 氏 」は,文 字 が この ま まで 正 しい の か,正 しい とす れ ば どの よ うな句 作 りに

な って い るの か,よ くわ か らな い,こ こ で は,「 氏 」を「姓 」よ り大 きな概 念 と考

え(前 註参照),「 親 有 らば,姓 等 の氏 を散 賜 す 」と一 応 解 釈 したが,「 親 し く姓 等

の 氏 を散 賜 す 」と読 む べ きか も しれ ない.「 散 賜 」は 「分賜 」と同 意.

85-7請 論 定徳 運状

(「国家」「朝章」で改行平出)

蓋聞,自 古有天下之君,莫 不応天革命.推 論五運,以 明肇造之始.如 尭以

火,舜 以(王)〔土〕,夏 以金,股 周以水木王,漢 唐以火土王,是 也.拠 亡

金,泰 和初徳運已定,膿 名服色,因 之一新 今

国家奄有区夏六十鯨載,而 徳運之事未嘗議及,其 於大一統之道似為閾然何

則.蓋 関係国体,誠 為重事。縁只今文治蝟興,疑

朝章,制 儀衛.若 徳運不先定所王,而 車服旗幟之色,将 何所尚　 .合 無奏

聞,令 中書省与元老大臣及在廷儒者,推 論講究而詳定之。然後詔告(方)
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〔万〕方,傅 承天立極之序,榮 然明白,窪 光揚祖烈,胎 厭子孫之永図也.憧

謬当言列,無 以塞責,重 大之事,敢 冒昧敷陳.

【訳】 徳運を決定することを請う意見書

聞 くところによれば,天 下を支配する君主はみな,天 命に従い王統を革め,

五運を究明論定 して王統の起源を明らかにするという.尭 は火徳,舜 は土徳,

夏は金徳,股 は水徳,周 は木徳で興 り,漢 は火徳,唐 は土徳によって興った,

というのがそれである.亡 金については,泰 和年間(1201～1208>の 初めに徳運

が定まり,縢 祭の十二支名や車馬 ・牲畜の色は一新された.い まご公家は中原

を領有すること六十絵年を数えるが,徳 運のことはいまだ議論に及んだことが

なく,あ らゆることがらの中心 として理念を定め天下を併呑するうえで,不 十

分なところがあるように思われるのはなぜであろう.思 うに,国 のあ りかたに

関わることはまことに重大事であって,な ぜなら,今 まさに文教礼楽を盛んに

し,綱 紀にな じんで文武の官の儀礼 も定 まろうとしているからである.も し王

統の興った徳運を先に決定 しなければ,祭 魂に用いる車馬 ・礼服 ・施旗等もど

うして尊ばれよう.

陛下に奏上 して中書省に命じ,元 老や大臣,及 び側近の儒者と共に推論研究

し,徳 運を明らかにすべきであろう.そ の後に,四 方に詔を出 し,聖 人として

天命を承 け,道 徳の標準 を立てる天子 となったことを明白にすることが,じ つ

に祖宗の功業を輝か し子孫に栄誉を残す長久の計というものである.

わたくし王渾は誤って御史墓に奉職 し,職 責を果たせずにきた,重 大なこと

なので不明を恐れず敢えて意見を述べた次第である,

【註】 ●徳運一王朝の気運を五行の交代によって説明 しようとする説.ク ビ

ライ時代における徳運の議論は,唐 以後の正統がどのように継承されたかを決

定す ることであ り,国 号 ・国朝の姓氏 ・国家祭祀 ・史書編纂事業などととも

に,南 宋に対 して自らの正統性を確立する(したがって南宋の非正統性を立証する)
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重要な議論であった.ま た,「徳運」という語は五経に見えず,儒 家関係では

『孔子家語』が初出という(因みに,本 案件がいう「舞は火徳 舜は土徳」という議論

も,そ の初出は「孔子家語』巻6・ 五帝にある).な お,元 刊本 『事林広記』節序類 ・

歳時雑記の条は「大元皇帝は亦た火徳を以て天下に王(おこ〉る」という,こ れが

いつ頃どういう経緯を経て定められた議論なのかはよくわからない.● 亡

金泰和初徳運已定一 『金史』巻11・ 章宗紀3・ 泰和二年(1202)の 条に,「十一

月甲辰,徳 運を更定 して土と為 し,臓 は辰を用う.… …戊申,徳 運 を更定せる

を以て,中 外に詔す」とある.こ の『金史』の記述で「更定」というのは,徳 運決

定までに紆鯨曲折があ り,再 検討されて土徳 となった事情を示唆する.『四庫全

書』本『御題大金徳運図説』によれば,金 は元来,太 祖が国号を金とし,ま た女

真人のあいだでは白色が尊ばれたことから徳運を金と推定 したが,こ の説は徳

運の継承を考慮 しておらず,後 に宋の正統性 を認めてこれを火徳 とし,自 らは

唐の土徳を継 ぐものとして,金 徳を土徳に改定 した,と いう.ま た,泰 和年間

のこの徳運の議論は,金 朝が北宋 と遼朝のいずれを継承するかを決定するもの

であ り,『遼史』編纂事業 とも連動 していた(『国朝文類』巻45「辮遼宋金正統」,同

巻51「故金漆水郡侯耶律公墓誌銘」参照).● 膿名服色一 「膿名」とは膿祭 を行

う十二支名をいい,「服色」とは祭祀に用いられる車馬 ・祭牲の色をいう.『礼

記』大伝に「正朔を改めて服色を易 う」といい,そ の鄭注に「服色,車 馬なり」,

孔疏 に「之を易うとは,各 おの尚ぶ所の赤 ・白 ・黒に随 うを謂うなり」という,

「膿名服色」は,太 廟の祀 りから十二月の膿祭まで,国 家が執り行 う祭祀が五行

の徳運によって規定されていることをいい,た とえば『金史』にいう「徳運を更

定して土 と為 し,謄 は辰を用う」(前註参照)と は,膿 祭が 「辰」の日に行われ,

車馬 ・祭牲に黄色が用いられることを意味する.・ ●大一統一『春秋公羊伝』

隠公元年春畢月の条の冒頭に見えることば,本 案件は「革命」「肇造」「区夏」「承

天立極」「貝台厭子孫」と経書のことばを多 く引 き,モ ンゴル朝廷が中華王朝の正

統に正しく位置づけられるべ きことを強 く印象付ける.そ の時代背景 として南

宋攻撃があり,「大一統」とは具体的には南宋を併呑することを指す.● 縁
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一 「由子 」とい っ た意
.「 因」等 と同様 の意 だが,「 因 」等 が 「所 以 」等 を前 提 と し

て 上 文 に置 か れ る の に対 し,「 縁 」は しば しば 下 文 に置 か れ,原 因 ・来 源 を示

す.ま た,「 却 縁 」と熟 す こ とも多 く,そ の 場 合 は,事 態 が 予 想 ・期 待 と反 して

い る原 因が 下 文 に置 か れ る。84-5の 註 参照.な お,『 四庫 全 書 』本 は,「 誠 為 重

事.縁 只 今 」を 「誠 為 重 大.況 際 今」に改 め るが,誤 りで あ る.● 車 服 旗 幟

之 色 一 『礼 記 』大 伝 にい う 「正 朔 を改 め て 服 色 を易 え,徽 号 を殊 に し,器 械 を異

に し,衣 服 を別 に す」の 「服 色 」「徽 号 」「器 械 」「衣 服」を言 い換 え た もの.

85-8為 中省 両 部 私使 貼 書 事 状

(「国家」「帝」「朝」で改行平出)

切見,中 書省左右部所設橡史,其 員数足以分務,俸 給足以養廉.又 明注出

身定擬資歴,是

国家以品官待人,未 嘗以青吏相期也.所 望公勤精幹,躬 行所事,今 則不

然.私 使貼書,通 知公務,毎 房少者不下六七人.官 不係名,私 有形勢.例

皆掌按順,主 裁決.甚 則至於関節導達,開 閉倖門,泄 露事機,滋 長好弊.

私謁既行,公 道多廃.近 者'制司偽貼事発,此 其験也.重 念,都 省致治之

源,両 部天官之列.建 綱立極,所 貴粛清,以 明庶務.奈 何使幼儒無知之

人,混 渚錯雑,棄 煩官紀.其 為害弊,就 甚於此.若 日此等吏習而已,事 何

預焉,是 中省両部為童子吏習之所,此 尤不可(甚)〔長〕者,今 者積弊有年,

曾不更張革去冗長.欲 望激濁揚清,選 擢計密,抑 吏権,謹 公道,

帝載以之能煕,期 会至於不失,不 可得也.又 照得,省 箭行下州郡,削 減吏

冗,使 有定員.本 謂省官不若省事,省 事不若省吏.若 此者,舎 本趨末,欲

清其流而反濁其本源也.兼 旧例私使貼書者,律 有明禁。拠中書省枢密院左

右部及随

朝衙門,占 恪貼書等人,合 行禁罷.
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【訳】 中書省の両部が貼書を私物化 していることについての意見書

中書省,左 右部所属の橡史(令史)は,職 を分け合うに十分の定員があり,汚

職をしないですむ十分の俸給がある.そ のうえ,(解 由に)役人となったルー ト

を記入し,(そ のことによって文散官 としての)年功の算定を行 うのは,ご 公家

が(令 史を)位階官 として待遇 し,胃 吏扱い しないからである.公 正で有能な人

が職務を遂行することを期待 しているのに,現 実はさにあらず,貼 書を私物化

し,お 上の仕事をみな処理させて,各 部屋ごとに(そ うした貼書が)少 なくとも

六,七 人はいる.官 人は役職の名分にかかわらず勝手な勢力 ・派閥をもつにい

たる,(令 史たちは)み な文書を取 り扱い,決 定を行って,さ らにはからくり

(賄賂)を 用い,裏 ルー トをあけ しめ して,機 密をもらし,悪 事 ・弊害を助長さ

せている。裏道がまかり通れば正義はすたれる.最 近,制 国用使司のニセ貼書

が摘発されたのは,そ の証拠である.

また思うに,中 書省の元老たちは理想的政治の根源であり,左 右両部の官僚

たちは(天子を中心 に運行する)天の星々のようなものである.原 理を定め中心

を作るのは,世 をただし,そ れぞれの勤めを明らかにするためなのに,(貼 書と

いう)幼く無知な者をごちゃ混ぜにして,官 僚たちの秩序を乱すようなことをす

るとは何事であろう.こ れほどに弊害となる事態もあるまい.「 これは胃吏の手

習いだけであり,我 々の仕事はさせていない」と(令 史たちが)い うのであれ

ば,そ れは中書両部を子 どもの見習い場所扱いするものであり,や はり助長さ

せるわけにはいかない意見である.い ま長年の弊害が山積 しているのに,や り

直して無駄をはぶこうとは全 くしていない.(そ んなことでは)清廉な人物を抜

擢 し緻密な人を選んで,胃 吏の力をおさえ正義を行い,み かどの事業を広 く発

展 させ,帳 簿の期限を守ることを望んだとしても,で きるはずがない.

しかも,中 書省は各州県に書類をくだ し,鯨 計 な胃吏を削減 し定員を設け

よ,と いう.「官人の数を削減するには仕事をへらすに越 したことはなく,仕 事

をへらすには胃吏を削減するに限る」と考えているのだろうが,そ れでは本末転

倒で,流 れを清めようとして,か えって水源を濁すものである.そ のうえ,以 前
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の きまりでは,貼 書を私物化することには明文化 された禁令があったはずであ

る.

中書省 ・枢密院 ・左右部,及 びみかどにつき従 う中央の役所で貼書を独占す

る者については,禁 止してやめさせるべ きである.

【註 】 ● 貼 書 一 本 案 件 中 に 「幼 儒 無 知 之 人」「童 子 吏 習 」とい う よ う に,貼 書

は元 来,児 童 が 胃 吏 の仕 事 に な じむ よ う設 け られ た 「見 習 い 生」.金 元 期 は,宋

代 に は胃 吏 と して扱 わ れ た令 史 ・書 吏等 が 入流 官 と して待 遇 され た(85-2「 令

史」の註参 照〉.そ の た め,従 来 の 「見 習 い 生」が 実 質 的 に は 胃 吏 の役 割 を果 した

と推 測 され,中 央 官 庁 と地 方 官庁 の そ れ ぞ れ に貼 書 ・写 発 等 が 定 員 化 され て 殻

け られ た.貼 書 は,令 史 ・司 吏等 の 重要 な 来源 で あ る と同時 に,在 地 の 者,犯

罪 者 も多 か った た め,さ ま ざ まな不 正 の 温床 と もな った(r元 典章捲12・ 吏部6・

吏制 ・司 吏 ・革去濫設貼書 の条,及 び遷転 人吏の条,『 秋澗 集』巻35「 上世 祖皇帝論政事

書」,胡 祇遍 『紫 山集』巻23「 民 間疾苦状」参 照。ただ し,本 案件で批 判の対 象にな ってい

るのは,貼 書で はな く令 史である).● 橡 史 一 二 品以 上 の衙 門 に設 け られ た案

順 吏 員 の令 史 を橡 史 と もい う,85-2の 註 参照.中 書 省 の令 史 を「省 縁 」,御 史

塁 の そ れ を 「壼橡 」,枢 密 院 の そ れ を 「院橡 」とい っ た.● 明 注 一 「注 」は85

-1の 註 参 照
.「 明 注 」は 主 に履 歴 や 賞 罰 を書 き込 む こ とをい う.● 定 擬 一

「定 擬 」は 「擬 」と同 意 で,案 作 りを行 う こ と.● 資 歴 一 金 制 で は,正 七 品

以 上 の文 散 官 を文 資 官 とい い,そ の 経歴 を「資 歴 」とい っ た.行 績 や 資 歴 を解 由

に記 入 し,当 該 官 の 能否 を定 め た(r金 史』巻52・ 選挙志2・ 文武選の条参照).

● 官 不 係 名 一 こ の 一句 は よ くわ か らな い.こ こ で は 「不 係 」を 「不 以 」と同 義 と

考 え,「 官 は職 名 が な んで あ れ,み な」の 意 と した.● 私 謁 一 『詩経 』周 南 ・

巻 耳 の序 に あ る言 葉 で,「 請 託 」の意.● 制 司 偽 貼 事 一 「制 司」は,ア フマ

ドを 「司 使 」と して 至 元 三 年(1266)正 月 に設 立 され,至 元七 年(1270)に 尚 書 省

に発 展 した 「制 国 用使 司」.一 種 の財 務 機 関で あ っ た.こ の 「制 国用 使 司 」で 「偽

貼 書 」事 件 が 発 生 した とい うの だが,そ の 詳細 は不 明.た だ し,本 案件 で実 質 的

(122)



に弾劾されているのは制国用使司ないし尚書省だと推測され,王 琿は明言を避

けつつ議論 を展開しているため,本 案件の表現も全般にちぐはぐなものになっ

ていると思われる(後註参照).● 都省一 「都省」「省部」「都堂」には明瞭な

使い分けがあ り,「都省」は幹部クラスの人を指す.ま た「省部」は六部,「都堂」

は主に丞相を,そ れぞれ指す。ここでは,「都省」が元来どうあるべ きかをいう

ことによって暗にアフマ ドを批判 しているのかもしれない.● 尤一「尤」は

「猶」の借字.●(甚)〔 長〕一 「四庫全書』本はこの部分を「之甚」とするが,

「甚」は 「長」の,字 形からくる誤 りであろう.な お,「長」は,助 長,の 意。

●計密一あまり用例を見ない語,王 悼は,宋 ・曾輩 『元豊類稿』巻38「 祭欧陽

少師文」にある「還斡鼎軸,賛 微計密(鼎軸を還斡し,微 に賛じ密を計る)」という表

現を意識 して用いるのであろう.と すれば,「天子のために細心の注意をはらっ

て計画を立てる」欧陽脩のような人物を,こ の場合指すのかもしれない.こ こで

も,王 揮は暗にアフマ ドを批判 している可能性がある.● 帝載以之能煕一

『尚書』舜典にある「有能奮庸煕帝之載,使 宅百揆 僥 帝の事業をさらに発展させる

ことのできる者がいれば,百 官の取り締まり役に充て)」をふまえる.● 期会一

「簿書期会」の「期会」とした.前 文にいう「帝載以之能煕」(経書のことば)が国家

レベルの内容だとすれば,こ ちらは「小役人」まで含めた話ということになる。

レベルの違 うこうした話題がなぜ並列されているのかよくわからないが,あ る

いは,制 国用使司ないし尚書省を批判 しようとする王憧の意図をここでも読み

取ることができるか もしれない.つ まり,あ る特定の機関の上から下まで,の

意をこめるのである.● 省官不若省事一 『晋書』巻39・ 筍筋伝に「省官は

省事に如 くはなく,省 事は清心に如 くはなし」とあり,『日知録』巻8・ 省官の

条が荷易の言葉も引きつつ,関 連記事を集めている.● 中書省枢密院左右

部及随朝衙門一本案件の冒頭で「中書省左右部」といい,こ こでなぜ「中書省枢

密院左右部」というのか,よ くわか らない.あ るいは,「左右部」は尚書省に所

属するか,な い しは独立 していたのかもしれないが,本 案件の成立年代が明ら

かでないため,そ れを特定できない.ま た,同 様の観点から,「随朝衙門」に尚
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書省が含 まれるか否かも不明.な お,「随朝衙門」は,『金史』巻52・ 選挙志2・

文武選の条に「凡そ外任の循資官は之を常調と謂い,選 ばれて朝官に為るは之を

随朝と謂 う」というように,中 書省や尚書省,御 史毫等の中央衙門を指す.本 案

件では 「朝」を改行字とするが,そ れは 『元典章』等においても同様.「 朝」は皇

帝を指す.● 占恪一銭仲聯 『韓昌黎詩繋年集釈』巻2「 送霊師」の註は 「占

恪,乃 ち占拠の義な り」という,

85-9為 百官 賀 正 未 見私 先 相 賀状

(「殿陛」「閾下」で改行平出,「国家」「朝廷」「陛見」で空格)

伏見,国 家修習朝儀,漸 有成法,是 将表儀万国,粛 正百官,為 一代之

制.兼 朝廷之上,礼 宜過粛,

殿陛之間,尊 無二上.今 者百官賀正,趨 集

閾下,未 蒙 陛見,私 先拝賀,謹 呼雑還,似 失無二上之義.合 無比奉朝

儀已来,誠 勅百僚,革(比)〔 此〕習俗,庶 令宮庭之間先致清粛,若 大礼一

行,随 即可観.不 然,限 以門閑,令 在内者不許私賀,以 将其粛敬之心,亦

礼治之一端也.

【訳】 新年の祝賀をする際に謁見を受けぬうちに勝手に祝いをすることにつ

いての意見書

わた くしが思うに,ご 公家が朝廷での儀礼を整えられ,し だいに定 まった規

範を備えはじめているのは,あ らゆる国々に手本を示 し,百 官たちに規律を与

え,御 世のきまりを打ちたてようとしているからである.あ わせて,天 子の前

での礼は厳粛に過 ぎた方がよく,御 座にあっては 「至尊は一人のみ」である,

ところがいま,新 年の祝賀のためにカアンのもとに参集し,カ アンの謁見を受

けぬうちに我先にと新年のあいさつをする者がいて,や かましく声をあげてば

らばらに帰って しまい,「至尊は一人のみ」という礼の心を損なっているようで
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あ る.朝 廷 で の 儀礼 を定 め た と きを 開始 と して,百 官 た ち に厳 し く申 し付 け,

この 習 慣 を改 め る よ うに す れ ば,カ ア ンの お わ す 宮 廷 は まず厳 粛 な所 とな り,

盛 大 な典 礼 が ひ とた び行 われ て も,秩 序 あ る立 派 な もの とな ろ う.あ る い は,

オ ル ドの 中 にあ って も,内 向 きの者 に勝 手 な祝 賀 を禁 止 す れ ば,カ ア ンに対 す

る畏 敬 の 念 を もつ こ とに な る ので あ っ て,こ れ も礼 に よ って秩 序 を ひ ろ め る ひ

とつ の 方 法 で あ る。

【註】 ●百官賀正一 「百官」は,全 体の文意から主にケシクを指すと思われ

る.王 憧が本案件で述べる「朝礼における無秩序」は,恐 らく「賀正」のみでは

なかった.に もかかわらず王悼が 「賀正」を例に引 くのは,天 子が 「正朔」を定

めるという中華王朝の理念を強 く意識するか らであろう.● 修習朝儀一

『元史』巻67・ 礼楽志1・ 制朝儀始末の条に,「世祖至元八年(1271)秋 八月己

未,初 めて朝儀を起こす.是 れより先,至 元六年春正月甲寅,太 保 劉乗忠 ・大

司農 李羅 旨を奉 じ,趙 乗温 ・史柾に命じて,前 代の礼儀を知る者を訪ね,朝 儀

を疑習せ しむ」とある.● 今者百官賀正……一 『国朝名臣事略』巻12・ 内

翰王文忠公(王磐)の条では,至 元年間初期の朝賀の様子 と,そ れに対する翰林

学士兼太常少卿王磐の上奏を次のように記述 している.「時に宮閾未だ立たず,

朝議(儀iの誤りか)も 未だ定めず,凡 そ称賀に遇えば,臣 庶は貴賎を問うなく皆

な帳殿の前に集まる.法 を執る者,其 の多きを厭い杖 を揮いて之を撃つ も,逐

去 して復た来たること,頃 刻にして数次なり.公 外国の笑いと為るを慮 り,上

奏 して曰く『旧制を按ずるに,天 子の宮門は応に入るべからずして入る者,之 を

閑入と謂い,外 より内に及びて罪の軽重各おの差あ り.宜 しく宣徽院をして両

省而下の百司の官の姓名を籍 し,各 おの班序に依 り,通 事舎人の伝呼賛引を聴

きて,然 る後に進むるを得さしむるべ し.敢 えて次を越ゆる者有 らば,殿 中司

糾察 して罰俸 し,応 に入るべからず して入る者は,宜 しく閑入に准 じて治罪す

れば,朝 廷の礼粛たるに庶望からん』と.後 に遂に朝儀を定むるに公の言の如 く

す」.『国朝名臣事略』の記述と本案件における朝賀の状況の記述は類似する箇所
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が 見 られ る.● 朝 廷 之 上/殿 陛 之 間/閾 下 一 いず れ も空格 また は改 行 平

出 とな っ てお り,カ ア ンの い る場 所 を指 す.● 尊 無 二 上 一 『礼 記 』坊 記 に

「子 云 く,天 に 二 日無 く,土 に二 王 無 く,家 に二 主 無 く,尊 に二上 無 し.民 に君

臣 の 別 有 る を示 す な り」とあ る.至 尊 は 一 人 の み で あ る こ とを い う,● 比

奉 朝 儀 已 来 一 「比」は 「及」と同 義.● 随 即 一 た だ ち に,の 意.(漢)参 照.

● 門 閑/在 内 者 一 元 朝期 の 文 章 に あ っ て は 「宮 閑 」は しば しば オ ル ドを指 す.

「閲 」は 「披 」と同様,元 来 妃 媛 が い る所 を い い,こ こ に い う 「門閲 」も恐 ら く男

女 の雑 居 す る オル ドを指 す(84-8「 宮摘」の註参照).「 在 内 者」は したが っ て カ ァ

ンの 夫 人 た ちや ケ シ ク を具 体 的 に はい う と思 わ れ る.

85-10為 太廟 薦 新 並 前 障埋 垣 事 状

(「宗廟」で改行平出,「国家」「祖考」「太廟」で空格)

伏見,国 家建

宗廟,奉 祖考,歳 時饗祭,礼 文昭備.今 職貢万国,方 物畢至.惟 薦新

之礼,尚 閥而未行,非 所以交神明,広 孝思也.又 礼下公門,式 路馬,況

太廟乎.今 廟宮正門,前 障高埋.拠 東西外門即神霊出游之道,使 内外臣民

経過者,不 知蛋畏趨避為心,又 非致敬恭之道,按 金制,五 品以上官過廟,

去傘屏人従疾過,六 品以下,並 下車馬.合 無照依旧例遵行.切 詳,二 事違

閥至今,誠 有司之慢也.

【訳】 太廟に季節の供え物 をすること,な らびに門前の目隠し・壁について

の意見書

わた くしが思うに,ご 公家は宗廟を建てて父祖をまつ り,季 節ごとに祭祀を

行って,儀 礼典文 も立派に備えている.い ま貢物があらゆる国か ら届 き,さ ま

ざまな物産がことごとく備わっているのに,た だ宗廟の供え物だけが鉄けてい

るのは,神 とまじわり,思 いを深める道ではないだろう.さ らに,礼 の規定に
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は「(臣下は)皇 宮の外門の前では車を下 り,み かどの車駕をひく馬には式礼す

る」とある.ま して太廟においては当然である.い ま太廟の正門には門前の目隠

しと高い壁がある.東 西の外門は神が出入りする道にあたり,国 の内外の臣民

が通過する際に,慎 み恐れて足早に通り過 ぎることによって畏敬の念を表すす

べを知らないのは,敬 恭の道 を行 うことではない.金 の制度によれば,五 品以

上の官が廟前を通過するときには,車 蓋を取 り去 り,供 の者は足早に通 り過ぎ

る,六 品以下については,み な車馬を下 りる,と ある.金 の旧例に従って執 り

行 うべ きではあるまいか.

思 うに,こ の二事が今日までち ぐはぐなのは,官 庁の怠慢 によるものであ

る。

【註】 ●太廟薦新一 『国朝文類』巻41・ 経世大典序録 ・宗廟の条に 「世祖皇

帝中統元年(1260)秋 七月,祖 宗を中書省に祀る.三 年,因 りて太廟を燕京に建

つ.四 年冬十有一月,太 廟に事 とする有 り.至 元十七年(1280),新 たに太廟を

大都に作る」とある.た だし,本 案件の時期の太廟が中都のどこにあったかは不

明.ま た,「薦新」は,毎 月の一 日に新物を備えること(『礼記』檀弓上参照).な

お,『 元史』巻74・ 祭祀志3・ 至元四年(1267)二 月の条に「初めて一歳十二月薦

新時物を定む」とあるほか,後 の記述ではあるが 『析津志輯侠』歳紀の条に,各

月ごとに「薦新事物」の詳細が列挙される.● 今職貢万国方物畢至一 「万

国」や「畢」という表現が次句にいう「惟」と鋭く対照されている点からすれば,

「今職貢万国方物畢至」という王憧の言い方は一定の意図があるだろう.あ るい

は,暗 にアフマ ドを批判 しているのかもしれない.ま た,同 様の観点からすれ

ば,後 文にいう「使内外臣民経過者,不 知責畏趨避為心」も,「万国」の使節が中

都にあった太廟周辺をしば しば通過 したことを意味するだろう.● 下公 門

式路馬一 『礼記』曲礼上に「国君は斉牛に(車 を)下 り,宗 廟に式す.大 夫士は

公門に下 り,路 馬に式す」とある。 ●前障高填一「前障と高襖がある」と訳

したが,前 後の意味上のつながりが薄 く,以 下に鉄文を想定すべきかもしれな
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い.● 東西外 門即神霊出游之道一待考.「 東西の外門は即ち神霊(神 ない

し祖霊)出 游の道」という本記述は,中 国の古典に類似の言及を見ない.ま た,

通俗的な文学にあっても,幽 鬼は門神のいる南門から出入 りするように思われ

る.こ の一文にいう内容が,ど ういった世界 ・レベルでの通念なのか,よ くわ

か らない.● 人従一 「随従」の意.(漢)参 照.● 切詳一 「参照」と同

義.記 述者自らが参考意見を付す場合に用いる.ま た,「切詳」「参照」の対語は

「詳照」で,こ ちらは文書の受け手が「つまびらかにする」場合に用いる.84-1

の註を参照.● 二事一 ここにいう「二事」が何を指すのか,よ くわか らな

い.常 識的には,表 題にいう「薦新」と「前障填垣」の二つであろうが,「 薦新」

「前障瑛垣」ともに本案件で十分議論されているようには思われない.王 悼は本

案件で主に太廟の前を通過する際の儀礼について述べるが,表 題にいう「前障硬

垣」は一応これを指すと考えた.

85-11為 春 寒 馬 牛 損傷 課 程 帯 納 馬疋 事 状

(「天子」で改行平出)

伏見,上 都路今春雪寒,損 傷馬牛数多.其 山東等処災傷亦然.切 惟,馬 牛

耕戦之本.会 験,明 有条禁,馬 不得駕捜車眠 牛不得私下宰殺.随 路有

司,奉 行甚厳.今 京畿之間,其 牛馬非理用度,甚 者至於駝黎耕種,公 然屠

宰,以 為尋常,弦 有司之過也.今 後犯者,宜 加重論罪,庶 望民知畏避,不

致 日有虚耗.外 拠各路課程,毎 季乞約量分数,帯 納全課馬疋有差,就 令本

道総府官或次武一員兼監牧職,各 毎年終,験 華息数 目,考 課能否而賞罰

之.亦 漢武帝二千石兼馬政之制也.催 議而行,上 供

天子之六塵,下 備征進之大挙.一 旦果用,足 以収良壮而振兵威.比 之倉卒

和買或籍取民間,不 惟入不被擾,抑 以減省国用,力 不労而辮　.拠 此合行

挙呈。
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【訳】 春の寒気による馬牛の損害と,商 税 ・専売収入を馬で現物納税 させる

ことについての意見書

わたくしが思 うに,上 都路では今春の降雪 ・寒冷のために多くの牛馬が倒れ

た.山 東等の地域でも状況は同様である.思 うに,馬 牛は耕 ・戦の根本であ

り,照 会 してみると,「馬に車や石臼をひかせてはならない.牛 を勝手に殺 して

はならない」という,箇 条書 きによる明らかな禁令があり,関 係各路の役所では

厳 しく取 り締まっている.し かるに今,中 都の周辺では牛馬 をでたらめに使

い,ひ どい場合には黎をひかせ田を耕させ,公 然と屠殺 して当たり前だと思っ

ている.こ れは役所の過失であろう.今 後,罪 を犯す者に対 してはより重い刑

を科せば,民 は罪を恐れ,牛 馬が無用に疲弊することもなかろう.

そのほか,各 路の商税 ・専売収入については,そ のすべての項目について割合

を算出し,馬 によって年度ごとに現物納税させ,そ の行政地区の長官または次

官に監牧官を兼任 させて,毎 年の年末に家畜の数を検査 させ,勤 務査定を行っ

てこれに賞罰を与えるようにしていただきたい.こ れがつまり漢の武帝が行お

うとした,郡 守に監牧官 を兼任 させるという案なのである。

もしこのことを検討 して実行したならば,上 は天子の六塵に馬がそろい,下

は軍事行動に備えることになる.い ったん馬を使 う段になれば,強 く良い馬を

手に入れ,軍 事力を増強させることになる.急 な和買や民間からの借 り入れに

比べれば,単 に民 くさを混乱させないばか りか,ご 公家の出費を抑えることに

もなり,力 は労せず して整 うことになるだろう.

これについては具呈書をお くるべきである。

【註】 ●帯納一原義は「帯 して納める」ことであり,最 寄 りの役所などに自ら

「帯 して納める」場合と,元 来の税に「別に帯 して納める」場合の二つがあるよう

に思われる.『吏学指南』諸納の条に「糧を帯 して鼠耗を納収するの分例の如 き

の類を謂う」とあるのは後者の例である.こ こは恐らく前者であろう.● 会

験一 「会験」の語は 『吏学指南』発端の条に見え,そ の註に 「事の応に証条 して
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行(お く)る べ き者 を謂 う」とあ る.「 会 」は,所 轄 を ま た いで 集 ま る ・集 め る,

の 意 。 同 じ く『吏 学 指 南 』推 鞠 の 条 に は 「会 問 」の語 もあ り,そ の 註 に は 「事 の他

司 に 関 わ る に,理 と して 須 く取 会 して問 うべ き者 を謂 う」とあ る.84-6の 註参

照.● 明 有 条 禁 一 『元 典 章 』巻57・ 刑 部19・ 諸 禁 ・禁 宰 殺 ・倒 死 牛 馬 里 正

主 首告 報 過 開剥 の 条 は中 統 二 年(1261)五 月 の 聖 旨 を引 き,牛 馬 が 耕 作 と戦 争 の

本 で あ り,公 私 と も ど も殺 して は な ら ない こ と を述 べ る.ク ビラ イ時 代 の最 も

早 い時 期 の 禁 令 は現 存 の 史料 の 中 で は これ で あ る.● 京 畿 一 具体 的 に どこ

を指 す のか は不 明,あ るい は,単 に 「腹 裏」の こ とか も しれ な い 。 ● 毎 季 一

こ の場 合 は,毎 年 度,の 意,「 季 」は,時 間 的 な一 定 の 区切 り,の 意 で,「 毎季 孟

月」とい え ば,「 季 」は 三 か 月 で あ り,「 毎季,孟 夏初 旬 に録 囚 に 出 で,仲 秋 中旬

に按 治 に 出づ 」とい えば,一 年 で あ る.元 朝 期 の税 の徴 収 は年 度単 位 で 行 わ れ,

そ の納 期 は秋 か ら冬 にか け て で あ る.84-1「 部根 」の 註参 照.● 約 量 一 計

算 す る ・算 出 す る,の 意 「約(yao)」「量 」と もに,計 算 す る,の 意.● 分

数 一 割 合,め 意.『 明 律 国字 解 』に は 「分 数 とは,と りか を幾 分 とつ くる,そ の

分 の か ず な り」とあ る.こ こで 言 う 「約 量 分 数」が 何 の 割 合 を決 定 す る のか は よ

くわ か らな い.● 全 課 一 未 詳.文 字 の 意 味 か ら して,す べ て の課 程,の 意

と思 わ れ るが,商 税 ・専 売収 入の す べ て を馬 に よ って 現 物納 税 させ る とい う状

況 は考 え に くい.恐 ら く,「 課 程 」の全 項 目ご と に,の 意 な の で あ ろ う.

● 漢 武 帝 二 千 石 兼 馬 政 之 制 一 『資 治 通鑑 』巻22・ 漢 紀14・ 武 帝 征 和 四年 の条

は,武 帝 の言 を引 き「郡 国二 千 石,各 お の畜 馬 の 方 略 を上 進 して辺 状 に補 し,与

に計 対 せ よ」とい う.同 文 は 『漢書 』巻96下 ・西 域 伝 下 ・渠黎 の 条 に も見 え る.

なお 「二 千 石 」とは 「郡 守」の 意.● 籍 取 一 「籍 」は 「借 」と音 通.

85-12論 監司籏事職劇禄薄状

伏念,官 守有常而事分繁簡.時 制錐寛,禄 随品給,惟 其加優則心専,心 頷
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則事理.蓋 廉於処己而免喪節之恥,勤 於按部而無荷且之虞.切 見,按 察司

簸事係随朝正五品官,執 掌既繁,部 分寛遠.如 刷磨(按)〔案〕順,審 鞠刑

獄,糾 正官邪,粛 清風化,勧 課農桑,体 究一切公事,終 歳駆馳不離鞍馬.

其在山北尤為匪易,今 月給俸秩止三十貫文,宴 為鮮薄,似 難養廉.近 体訪

得,随 路勧農使 ・副定為従五従六資品,又 所任之事止勧課而已.其 品従高

下,事 為繁簡,倶 与籏事不同,今 者,禄 秩争懸返加一倍.合 無比附約量添

支,使 勧来者以勉事功.拠 此合行挙呈.

【訳】 按察司簸事は劇務であるのに薄給であることを論 じる意見書

わたくしが思 うに,官 人は職名に応 じて一定不変の職務があるが,そ の職務

には繁閑の別があ り,折 々にこなすべ き時宜は多岐にわたるが,俸 禄は品級に

従 って一定である,た だし,優 遇措置を取れば官人は職務に専念するし,職 務

に意を注げば仕事は処理 されることになり,恐 らく,清 廉に身を処 して節操を

失うような恥 もなく,自 分の部署をよく取 り締まってつまらぬミスがなくなる

だろう.

按察司の籏事はみかどにつき従 う中央の役所の正五品の入流官であ り,そ の

職務は多忙であるだけでなく,管 轄の地は広大である.た とえば,公 文書を調

べ,刑 罰を審理 し,官 人の不正を糾弾 し,風 俗を正 し,農 業養蚕を叱咤激励 し

て,も ろもろの事案を実:地に調査 し,年 中走 り回って馬から離れる暇がない.

特に山北東西道の執務は最 もたいへんである.現 在ひと月に支給 される俸禄は

三十貫文だけであ り,ま ことに薄給で,清 廉 を保つのは難iしいだろう.

近ごろ実地に調査 したところ,関 係各路の勧農使 ・勧農副使は(それぞれ)従

五品 ・従六品の品級 と定められてお り,そ の職務はただ「勧農」だけである.品

級の上下と仕事の忙 しさは,と もに簸事と比べものにならないというのに,現

在その俸禄は逆に倍 もかけ離れている.そ れぞれを比較計算 して絵計に支給

し,後 進を鼓舞 して職務に努めさせるべきであろう。

これについては具呈書をお くるべきである.
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【註 】 ● 監 司 鑛 事 一 「監 司 」は 地方 監 察 を司 る官府 の総 称.こ こで は提 刑 按 察

司(至 元 二十八年(1291)五 月以後 は粛政廉訪司)の 謂.「 簸 事 瞼 事 とも書 く)」は地 方 行

政 組 織 の属 官 で,い わ ゆ る 「鑛 判」.京 官 が 任 じられ る場 合 を 「籏 判」とい い,そ

れ 以 外 を 「判 官 」とい う.元 朝 期 に は行 中書 省(行 中書 省のそれは後に廃止 された と

いう)と 提 刑 按 察 司(粛 政廉訪司)に 置 か れ,本 案件 が い う よ う に正 五 品.

● 官 守 有 常 一 「守 常 」とい う に等 し く,役 人 に は 日々 こ なす べ き一 定 の 仕 事 が

あ る こ と をい う こ とば.● 時 制 一 「詩 経 』椰 風 ・定 之 方 中 の序 に あ る こ と

ば.「 時 節 と制 度 」の意,● 按 部 一 「按 」は 「按 察 司 」の 「按 」で,お さえ る,

の 意.「 部 」は 「部 属 」.● 随 朝 一85-8の 註 参照.な お,同 案件 で は 「朝 」

字 で 改 行 平 出 して い る.● 刷 磨 一 「刷 巻 磨 勘 」の 意.文 書 を照 合 チ ェ ッ ク し

て洗 い な おす こ と.「 照 刷 」と同 意.な お,こ こ に列 挙 され る 「刷 磨 案 順,審 鞠

刑 獄,糾 正 官 邪,粛 清 風 化,勧 課 農 桑 」の 詳細 につ い て は,至 元 六年(126g>の

提 刑 按 察 司 設 置 の折 に 出 され た 「察 司 体 察 等 例 」(r元典章』巻6・ 壷綱2・ 体察)参

照,● 山 北 一 「山北 」は 多 くの 場 合,居 庸 関 以 北 を指 し,た とえ ば 『金 史』

巻96・ 梁 嚢伝 は,「 遼 の基 業 の根 本 は 山北 の 臨潰 に在 り'」「我 が 本 朝 の 皇 業 の 根

本 は 山南 の 燕 に在 り,量 に燕 を捨 て て 山北 に之 く可 け んや 」とい う.た だ しこ こ

で は,「 元 史』巻86・ 百 官 志2・ 粛 政 廉 訪 司 の条 に い う,「 国初 」に 立 て られ た

四道 の提 刑 按 察 司 の ひ とつ で あ る山 北 東西 道 を 指す.「 山 北 遼東 」が この 当 時 い

か に劇 務 で あ った か に つ い て は,た とえ ば 『国朝 文 類 』巻65「 平章 政事 廉 文 正王

(廉希 憲)神 道 碑 」が 記 述 す る.ま た,『 鳥 憂 筆 補 』7「挙 三 道 按 察 使事 状 」(8g-30)

は,山 北 東 西 道 の按 察使 が長 ら く鉄 員 にな っ て い る こ と を述 べ る.● 三 十

貫 文 一 廉 訪 司 簸 事 の俸 禄 は 中統 紗 三 十 貫 で あ った ら し く,そ の こ と は,『 元 史』

巻96・ 食 貨 志4・ 俸 秩 の 条,「 元 典 章 』巻15・ 戸部1・ 禄1稟俸 紗 職 田 の表,元

刊 本 『事 林 広 記 』官 制 類 ・官 員 禄 康 俸 給 の条 等 に記 述 が あ る.● 勧 農 使 一

『元 史』巻7・ 世 祖 本 紀4・ 至 元 七 年(1270>十 二 月丙 申朔 の 条 に,「 司 農 司 を改

め大 司 農 司 と為 す.巡 行 勧 農 使 ・副 各 四員 を添 設 し,御 史 中丞 李 羅 を以 て 大 司

農 卿 を兼 ね しむ」とあ り,こ こに い う 「勧 農使 」は この 「巡 行 勧 農 使 ・副 各 四 員 」

(132)



を指す と思われる.至 元七年十二月に「大司農卿」になった学羅は御史中丞でも

あったが,王 憧がここで「勧農使」を引き合いに出して意見書を提出 しているの

も,御 史毫 と勧農使が実質上同じ人物によって統轄 されていたからではあるま

いか.● 品従高下事為繁簡一 『烏毫筆補』4「論監選典故事状」(86-28)に

「或有資歴先後,品 従高下,及 不応等事」とあるように,「品従高下」は「品従の

高下」.「品従」は「品秩」というに等 しい.と すれば,「事為繁簡」も「事為の繁

簡」であ り,「事為」は,仕 事,の 意.● 禄秩争懸返加 一倍一王憧はここ

で,仕 事 も楽で品級 も下の勧農使が提刑按察司籏事より高給をもらっているこ

とを述べる.そ の背景にどのような事情があるのか明らかでないが,ク ビライ

時代の「官制」の実態を暗示 して,き わめて興味深い.な お,「争懸」は,か け離

れている,の 意.(漢)参 照。 ●比附約量一 「比附」は,『吏学指南』体量の

条に「物を以て相い並べるを比と日い,依 患(よ り)て則 と為るを附と日う」とあ

る.な らべて照らしあわせること.「約量」は,85-11の 註参照.

85-13用 暦 日銀 修 祖庭 孔 廟 事 状

(「聖朝」「先朝」で空格,「吟窄皇帝」で改行平出)

切見,聖 朝修崇嶽祠,縁 為国家鎮山,与 民祈福.而 宣聖三綱五常之

本,君 臣父子,以 之而生成者也.其 祖庭殿宇,至 子閾然,考 諸故典,皆 係

歴代有国者所増修.又 会験,

恰牢皇帝聖旨節該,諸 路暦 日銀一半修宣聖廟,拠 東平 ・益都両路,尽 数分

付襲封,修 完曲阜本廟.合 無欽依 先朝聖訓,将 随路及山東両路銀数,

併修祖庭正廟,就 用酒掃戸,以 供力役,可 不労而辮.如 此,不 惟善継祖宗

之志,抑 亦尊崇之盛典也.

【訳】 暦の売 り上げ銀で曲阜孔子廟を建てることについての意見書

ご公家が五嶽の祭祀 を整え尊んでいるのは,ご 公儀のために嶽神をまつ り,
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民の幸福 を思 うからであろう.孔 子は人倫の根本であ り,主 君と臣下,父 と子

の関係 もそこから生まれるものである.曲 阜孔子廟は,そ の廟宇が不完全であ

る場合には,故 実に照 らしてみると,国 家を維持する歴代の皇室がみな増設を

実施 してきている,さ らに,照 会してみたところ,恰 牢皇帝(オ ゴディ)のお言

葉に「それぞれの路の暦の売 り上げ銀の半分で(各 地の)孔子廟 を整えよ.東 平

と益都の二路については,す べてを襲封街聖公に与え,曲 阜の本廟を完成させ

よ」とある.以 前のカアンのお言葉に従い,関 係路ならびに山東両路の銀をあわ

せて曲阜本廟を建築 し,酒 掃戸を用いるようにして雑役を負担させれば,労 力

を使わず してすべて整うこととなろう。このようにするならば,単 に宗廟にあ

られる先君の志を継承するのみならず,そ もそも,国 家が祭祀を執 り行う立派

な故実となる.

【註】 ●暦 日銀一 『国朝文類』巻41・ 経世大典序録 ・歴の条に 「昔,太 宗皇

帝の時に在 りて,中 書 耶律楚材,嘗 て庚午元歴 を為す」とあ り,耶 律楚材が

作ったというこの庚午元暦の売上金を「暦日銀」と称 した(庚午元暦についてはr元

史』巻56～57・ 暦志5～6・ 庚午元暦上下の条参照)。東平 ・益都両路の「暦 日銀」を

用いて曲阜孔子廟 を再建せ しめたことを記述する史料には,『国朝文類』巻19

「曲阜孔子廟碑」,欧 陽玄 『圭斎集』巻9「 曲阜重修宣聖廟碑」,「孔氏祖庭広記』

巻5末 尾の「大蒙古朝皇帝聖旨節文」その他がある.こ のうち『圭斎集』巻9「 曲

阜重修宣聖廟碑」は,「太宗皇帝平金の初年,歳 は丁酉に在 り.首 ず孔元措に詔

して襲封街聖公 とす.孔 顔孟三世の子孫を復(ほ く)し,世 世与 る所無からし

め,廟 戸を増給 して皆な其の家を復す,是 の歳,暦 日銀は,諸 路は其の半を以

て し,東 平は其の全を以てして,給 して宣聖廟を修さしむ」という.後 述の「祖

庭孔廟」の註,な らびに「恰牢皇帝聖旨」の註参照.● 祖庭孔廟一曲阜 にあ

る孔子廟をいう.「国朝文類』巻19「 曲阜孔子廟碑」は,「右轄 厳公忠済 魯 を保

つ.嘗 て清壼(厳忠済)よ り仮(か〉りて暦銭を頒かち,営 繕の費を佐 く.歳 戊申

(1248),始 めて鄙国後寝を復 し」といい,「祖庭孔廟」のうち 「郵国夫人殿」は
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1248年 に再建されたという.た だ し,『国朝文類』巻27「 郵国夫人殿記」によれ

ば,郵 国夫人殿が落成 したのは1252年.ま た,曲 阜本廟の落成は後の大徳年間

のようである,こ のほか,元 好間 『遺山先生文集』巻2「 曲阜紀行一首」(恐らく

1245年 の作),楊 奥 『還山遺稿』巻上 「東遊記」(1252年 の作)は,ク ビライ時代

以前の曲阜を窺う重要な史料といえる.● 聖朝修崇嶽祠一王憧がここで特

に 「嶽祠」と述べているのは,ク ビライによる国家祭杷が 「五嶽四漬」に傾い

て,孔 廟や太廟のそれが等閑に附されていることを暗に示すためであろう.

●縁一85-7の 註参照.● 至干一この二字の会字は「拠」になり,こ こはそ

の意味で解 した.「至今」の誤りである可能性 もあろう.● 吟季皇帝聖 旨一

『孔氏祖庭広記』巻5は 末尾に「大蒙古朝皇帝聖旨節文」を掲載 し,「諸路暦日銀

一半修宣聖廟.益 都 ・東平両路,尽 数分附襲封孔元措,修 完曲阜本廟」という.

本案件にいうオゴデイの聖旨は,そ の文言の重複から見て,恐 らく『孔氏祖庭広

記』所収のそれと同一のものである.ま た,『孔氏祖庭広記』所収のそれは,察

美彪 『元代白話碑集録』に収める丁酉年の聖旨「一二九七年曲阜文廟免差役賦税

碑(票美彪氏は1297年 に繋年するが,1237年 の誤り)」と内容 ・表現 ともに一部重複

するから,こ の三者,す なわち 『秋澗集』所収のそれ,『孔氏祖庭広記』,「曲阜

文廟免差役賦税碑」は,同 一年(1237)に 出された同一の聖旨だと思われる.『孔

氏祖庭広記』のそれが恐らく最 も完全なヴァージョンであ り,『元代白話碑集録』

と本案件とはより省略が多いヴァージョンであろう.な お,聖 旨中にいう「諸路

暦 日銀一半修宣聖廟」は,各 路の暦 日銀の半分を用いて当該路の孔子廟 を整え

よ,の 意.● 尽数一ことごとく,の 意.● 分付一吏績体の文章にあっ

ては,「分付」は,与 える ・わたす,の 意.● 襲封一「襲封術聖公」の謂で,

政府に公認された孔子の正式な後継者を言 う.『孔氏祖庭広記』巻1に よれば,

漢の元帝が孔子の子孫を 「褒成君」に封 じたのが始めといい,そ の後 「褒成侯」

「褒聖侯」などと封号をかえながら,北 宋の末に至って「街聖公」に改められた と

いう.金 元期はもっぱら 「術聖公」という♂なお,オ ゴデイの聖旨が出された

1237年 当時は第五一代の孔元措がいたが,本 案件が出された頃は正式に公認さ
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れた「襲封術聖公」は空位だった.孔 元措の死後,一 時は孔元用,孔 之全が「彷

聖公」を襲封 したこともあったが,ク ビライ時代になってか らは空位が続き,第

五三代の孔治が「襲封術聖公」になったのは成宗テムルになって以後のこと.

●就用洒掃戸一 「就用」は,(既 存のものを)利 用する,の 意.ま た 「洒掃戸」

は,曲 阜孔子廟に附属 した 「奴碑」のような人々を指す.前 掲 『孔氏祖庭広記』

巻5「 大蒙古朝皇帝聖旨節文」に「又た看林廟戸の,旧 設の百戸,見 有の十戸は

洒掃等を構えず」とあるように,少 なくともオゴデイ時代以後は,林 廟にこの

「洒掃戸」を置 くことは許可 されなかった.ま た,「元史』巻160・ 王磐伝は至元

八年(1271)前後の事 として次のようにいう.「曲阜孔子廟は,歴 代,民 百戸 を給

し,以 て酒掃に供す.其 の家を復するに,是 に至り,尚 書省,括 戸の故を以て尽

く収 して民 と為す.磐 言えらく『林廟戸百家,歳 ごとの賦砂は六百貫に過 ぎ

ず.僅 かに一 六品官の終年の俸に比するのみ.聖 朝,彊 宇は万里,財 賦は歳ご

とに億万を計る。量に一 六品官の俸を愛みて,以 て孔子を待せざらんや……』

と」.こ の記述は,王 磐の言によって 「洒掃戸」が復活されたことを思わせ,と

すれば,太 宗オゴデイ時代には廃止されていた「洒掃戸」がどこかの時点でまた

復活 され,尚 書省のアフマ ドらによってさらに廃止 されかかったことになるだ

ろう.本 案件において,王 憧が「就用洒掃戸」というのは,古 くから置かれてい

た「洒掃戸」を復活させて利用するというのか,そ れとも,現 に今ある「酒掃戸」

「を 「就用」すると述べるのか,よ くわからない.

85-14論 関陳 事 宜 状

(「聖旨」で空格,「朝廷」で改行平出)

切見,京 兆廼関陳重鎮,其 居民太半,南 駆放良 ・帰順等戸.兼 地負山険,

其義雍等硲口,皆 係南賊出没道径.如 前年深入華厳,殺 掠人民,幾 犯城

廓,菰 蓋腹心有応然也.又 如已獲平陽陳丑労井本処李顔等,詳 其事情,正

以(狙彼)〔彼狙〕前習故,勾 連内外,謀 叛帰宗,皆 其事也.体 訪得,東 連鄭
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県,西 鍮義硲,其 間多有四方作過避罪,通 逃無名等戸,聚 散山林間,十 百

為群.彼 負罪避匿,不 獲自新,小 則聚而草切,侵 害良民,重 則結連外境,

窺伺問便,何 所不至.其 陳西官府,錐 響奉 聖旨節文,将 放良 ・析居 ・

交参等戸,令 所在招刷.未 聞実効.況 目今蛙旱如此,流 民不安.其 行府与

総府,宜 専一選差有幹局官属,多 方用心,出 榜招集,懐 以恩信,使 出離山

林,安 撫存卵,限 以三年,免 徴差賦.能 此,既 喜従新,又 獲其所,則 前日

反灰之心,不 測之擾,可 以永絶　.若 因循姑息,視 為細微,上 下蔽匿,切

恐,因 而別生事機,如 華州官司,明 知如此,数 百鯨戸,不 行申報,私 下隠

匿,取(飲)〔 敏〕差発.足 見奉行滅裂,不 為尽心,曾 無実効之明験也.若 日

金(商)〔商〕已戌,菰 不復慮,消 患未萌,古 人深戒.又 照得,本 路総管已閥

三年,難 有一二次官,望 軽地微,恐 難鎮服,是 則分陳之任,未 得其人,誠

不可緩也,宜 早為透選材徳威望素著,足 以(填)〔鎮〕撫軍民者,以 暦重寄,

庶幾秦朧之間,弊 政一新,狂 妄消弱.其 元元之民,感 念恩徳,知

朝廷難遠,其 憂民慮患,深 至如此,執 不慶幸.是 天下一腎,大 得安全　 .

【訳】 関陳の急務について論 じる意見書

京兆は関中陳西の重要な拠点であるが,居 民は,大 半は捕虜から良人 となっ

た者や投降した南宋人であり,そ のうえ険 しい山をひかえ,義 硲 ・雍硲等の谷

あいはみな南宋の盗賊が出没する道筋にあたる.た とえば,さ きごろ華厳川ま

で深 く侵入 して殺裁 ・強奪をなし,京 兆の城郭にも押 し入 らんばか りの事件が

あったが,こ れは恐 らく内通者がいるか らこそで きることである.さ らにま

た,す でに捕えた平陽の陳丑労,及 び京兆の李顔等の事件は,事 を明らかに し

てみれば,こ の地域に古 くからある気風に思い上がった連中がなじんでいるせ

いであり,内 外でつるみ,謀 反をおこして故郷の実家に帰ろうというのがその

計画なのである。

実地に調査したところ,東 は鄭県から西は義硲に至るまで,そ の間には,あ

ちこちから罪を犯 して逃亡して来た者 ・名籍をくらませて来た者がいて,山 野
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に出入 りし,何 十何百と徒党を組んでいる.そ れら逃亡者たちは,悔 い改める

こともせず,ま しな方では山賊 となって平民に害を及ぼ し,ひ どい者になると

南宋側と手を結んで間隙をうかがい,行 わない悪事はない.陳 西の官府は,以

前,節 文にいうところの「放良戸 ・析居戸 ・交参戸は,そ の土地の役所が帳簿化

せよ」とのカァンのお言葉をいただいたが,い まだにその成果を耳にしない.ま

して,今 は蝶害と旱越がかくもひどく,流 亡の民は不安な状況である.中 央か

らの出先機関と総管府とは,実 務能力のある官員を集中的に選び,さ まざまな

ことに留意 し,札 を立てて人々を招き,信 頼と徳政で民 を懐かしめ,逃 亡者を

山野から出させ,特 別待遇を与え,三 年を期限として税 を免除するのである.

このようにできれば,新 しいご公儀に従うことを喜 び,住 む場所 を得るのだか

ら,こ の地域に古 くからある謀反の考え,予 期せぬ騒動は,永 遠に根絶や しに

することができるのではあるまいか.も しか りにぐずぐずと一時 しのぎのこと

をし,小 さなことばかりに目を向け,役 所ぐるみで隠蔽するならば,何 らかの

事態 を容易に派生 させかねない.華 州の役所などは,そ のことを十分承知 して

いながら,数 百あまりの戸籍を申告せず,ひ そかに隠匿して差発 を集めていた

のである.役 人たちがご公儀の命をでたらめに行い,真 心を尽くして懸命に働

くことをしなければ,何 の成果 も挙がらないという明らかな証明といえるだろ

う.ま た,「金州と商州にはもう守りが置かれてお り,京 兆には将来の心配はな

い」と言 うのであれば,「災いを未然に防 ぐ」というのが古人 も深 く戒めたこと

ではないか.

さらに京兆府の総管はもう三年 も不在で,一 人二人の次官がいるとはいえ,

人望は薄 く扱い も軽 く,恐 らく関中陳西 を掌握することは難 しかろう.つ ま

り,関 陳の行政は適材適所を得ていないのであ り,こ れをないが しろにして放

置すべ きではないだろう。軍 ・民を治めることができる素質 と人望が備わった

有能な人材を早急に選び,重 要な任務に充てれば,関 中の悪政は一新され,不

逞の輩 も消えるのである.国 家の根本たる民は恩恵に感謝し,ご 公家が遠方に

ありながらも民を深 く憂い愛 し,配 慮がか くも深いということに気付いて,み
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な幸いとするであろう.

か くして,天 下の片腕 とも言 うべ き領土が安泰 となるのである.

【註 】 ● 関 陳 一 元 来 は 「関 中陳 西 」の謂 だが,こ の 地域 は 当 時南 宋 攻 略 の前 線

で あ り,四 川 へ の足 が か りと な る重要 な 地域 で あ った か ら(この地域 は当時,し ば

しば 「秦蜀」とか 「陳西五路西蜀四川」と一括 された),王 憧 が こ こで 意 識 して い る の

も四川 を含 め た広 い地 域 だ と思 わ れ る.た だ し,と い い つ つ も本 案 件 に お い て

は,冒 頭 に 「京 兆 廼 関 陳 重 鎮 」とい い,後 半 に 「金 商 已 戌,菰 不 復 慮(金 州 と商州

には もう守 りが置かれてお り,京 兆には将来 の心配 はない)」とい う よ う に,実 質 的 に

は京 兆 の守 り ・行 政 につ いて 述 べ られ る.「 関 陳 」は,南 宋 攻 撃 を前 提 と した線

と点 の確 保 とい う面 か ら しか 考 え られ な い よ うな状 況 下 に 当時 あ っ た.本 案 件

は,そ こ に記 述 され る地 名 ・事 件 等,不 明 な 点 は 多 い が,当 時 の京 兆 を知 る一

級 の 史料 とい え る.な お,『 金 史』巻111・ 完 顔 詑 可伝 ・正 大 八 年 九 月 の 条 に「河

中 は 関 陳五 路(京 兆府路 ・鳳翔路 漉 艇 路 ・慶 原路 ・臨 兆路)を 背 負 い」とい い,同

じ地 域 につ い て,『 元 史』巻1・ 太 祖 本 紀 ・十 一 年 秋 の 条 には 「西 夏 由 り関 中 に

趨 き,遂 に撞 関 を越 ゆ」とい う よ うに,「 関 中」と 「関 陳」とは 実 質 的 には ほぼ 同

義,● 南 駆 放 良 一 「南 駆 」は南 宋 か ら捕 虜 と して連 れ て こ られ た 「駆 口」.

ま た,「 放 良」 とは 「駆 口」か ら解 放 して 「良 人」 とす る こ と.『 南 村 畷耕 録 』巻

17・ 奴 埠 の 条 に,「 今,蒙 古 色 目人 の減 獲 す る を,男 は奴 と日 い,女 は 碑 と 日

い,総 じて 駆 口 と日 う」とい い,同 書 ・同条 に「亦 た 自 ら財 を納 め,以 て 奴 籍 を

脱 免 す る を求 め ん と願 う もの有 らば,則 ち主 は執 悪 に署 して 之 を付 す.名 づ け

て 放 良 と日 う」と もい う.「 南 駆 放 良」とは,南 宋 か らの駆 口 を奴 籍 か ら抜 い て

平 民 と した者 を い う.● 義 雍 等 硲 一 『類 編 長 安志 』巻6・ 川 谷 ・谷 の 条 に,

威 寧 県 の 東 南 八 十 里 に 「義 谷 」が あ る と記 述 され る.こ こに い う 「義 」とは これ

で あ ろ う.ま た,至 正 年 間(1341～1368)の 記 録 で は あ るが,『 元 史』巻139・ 朶

爾 直 班 伝 に 「金 州 は,興 元 ・鳳 翔 由 り奉 元(京 兆)に 達 す る も,道 里 廻 遠 な れ

ば,乃 ち義 谷 を 開 き,七 駅 を創 置 す れ ば,路 近 く して 以 て便 な り」と もあ る.
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「義谷」は,漢 水沿いの金州から秦嶺を越えて,直 接京兆に北上するその出ロに

あた り,京 兆からはわずか40～50kmの ところにあった.「雍硲」は不明である

が,後 文に 「金商」の語があることからすれば,河 南の商州から京兆にむかう

ルー ト沿いにあったと考えるのが妥当なのではあるまいか.と もに京兆府にあ

り,京 兆からさほど離れていないところに位置したと思われる.● 前年深

入華厳殺掠 人民幾犯城廓一本記述については,事 件の詳細,な らびに「華厳」

という地名,と もによくわか らない.た だし「華厳」については,京 兆の南を流

れる秦川(焚川)を 別名 「華厳川」ともいうらしく(r陳西通志』等による),い ま仮

にこの川名に従い,華 厳川(『類編長安志』巻5・ 寺観 ・寺 ・華厳寺の条に,華 厳寺は

「奨川孫村の西に在り」と見え,華 厳川という別名は,焚 川沿いの寺の名に由来すると思

われる)をいうものと解した。その最大の理由は,華 厳川が義谷から京兆にむか

うルー ト沿いに位置 し,「幾犯城廓」の「城廓」が文脈上京兆を指す ものと考えた

からである.な お,「華厳」は華州 ・厳州の略というのが常識的な考え方ではあ

ろうが,厳 州は後の江漸等処行省所轄に位置 し,こ の場合妥当でない.ま た,

「厳」を誤字とした場合,「華原」を想定することができるかもしれないが,「華

原」は潤水の北側の耀州にある地名.ま た,華 州とよく並列されるのは同州だ

が,そ の場合も普通は「同華」と略される.● 平陽陳丑労井本処李顔一 こ

こにいう二人の人物が同一事件の関係者か,そ れとも別々の事件なのか,ま

た,「平陽陳丑労」が京兆で事件 を起こしたのか,そ れ とも平陽で事件を起こし

たのか,王 揮の表現のままではよくわからない.前 文にいう「前年深入華厳,殺

掠人民,幾 犯城廓」が侵入者の例だとすれば,こ ちらは内通者の例.『 元史』巻

5・ 世祖本紀2・ 中統三年(1262)六 月癸卯の条に「太原総管 李毅奴寄 ・達魯花

赤 戴曲酵等,李 壇の偽傲を領 し,i砦郡に伝行す。事 覚れ之を諌す」とあるが(同

様の事件は『国朝文類』巻64「故提挙太原監使司徐君神道銘」にも記述される),本 記述

も類似の事件をいうのではあるまいか.●(狙 彼)〔彼狙〕前習一 「狙彼」

は,『四庫全書』本は 「狂被」に作る.「狙彼」ないし「狙被」はともにあまり用例

を見ないため,「彼狙」に改めた.「彼狙」は,た とえば『韓非子』十過に「之を彼
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狙 に与 え,又 た 将 に 地 を 他 国 に 請 わ ん とす 」とあ る よ うに,「 驕 傲 」の 意.こ こ

で は,思 い上 が っ た者,と い っ た ほ どの意 で あ ろ う.ま た,「 前 習 」は,「 陳 西 四

川 」の 地 が 北 宋 以 来,宋 ・西 夏 ・金 三 朝 の は ざ ま にあ って 「反 灰 」を繰 り返 して

き た事 実 を 述べ る と思 わ れ る.● 東 連 鄭 県 西 喩 義 硲 一 鄭 県 は華 州 の 属 県

(元刊本r事 林広記』郡邑類 ・陳西等処行省所 轄の条参照).「 義 硲 」は前 註 参照 。

● 無 名 一 詳 細 は 不 明.い わ ゆ る 「李 蘭 雲 」「不 蘭 雲 」の よ うな もの を い うの で あ

ろ うか.● 聖 旨 節 文 一 『元 史』巻7・ 世 祖 本 紀4・ 至 元 七 年(1270)三 月 庚

子 朔 の 条 に 「河 南等 路,及 び 陳西 五 路 西 蜀 四川,東 京 等路 行 中書 省 を改 め,行 尚

書 省 と為 す 」,同 年 五 月丙 辰 の条 に 「天 下 の戸 を括 す 」,至 元 八年 二 月 の条 に 「尚

書 省 の 奏 定 した る条 画 を以 て天 下 に頒 つ 」,同 条 に「陳 蜀 行(中)〔 尚 〕書 省 を興 元

に移 す 」,同 年 三 月 の条 に 「尚書 省 に 命 じて天 下 の 戸 口 を閲 実 し,条 画 を頒 ち て

天 下 に諭 さ しむ」とい うか ら,こ の 一 連 の流 れの ど こかで 出 され た聖 旨で あ る こ

と は明 らか で あ る.恐 ら く,「 元 典 章 』巻17・ 戸 部3・ 戸 計 ・籍 冊 ・戸 ロ 条 画 の

条 に見 える至 元八 年 の聖 旨 を,か な り自由 に ダ イジ ェ ス トした もの.● 放

良 ・析 居 ・交 参 等 戸 一 「放 良」は前 註 「南 駆 放 良」参 照.「 析 居 」は分 家,「 交 参 」

は 複 数 で 一 戸 を形 成 す る戸 籍 の こ と.安 部 健 夫 「元 時 代 の 包 銀 制 の 考 究 」(『元代

史の研究』創文社 ・1972)参 照.● 招 刷 一 「刷 」は 「拘 刷 」の 意 。 「招 欄 」は集 め

て 帳 簿 化 す る こ と.● 行 府 一 「行 」は,出 先,「 府 」は,人 や 物 が 集 ま る と

ころ,の 意 で,「 行 府 」は元 来 「行 中書 省 」「行 尚書 省」「行 従 宜 府 」等 さ ま ざ ま な

機 関 を指 しう るが,こ こで は 「行 尚書 省 」の こ と,た だ し,王 憧 が こ こで 「陳 西

五路 西 蜀 四 川 行 尚 書 省 」と い わず 「行 府 」と記 述 した の は,恐 ら く一 定 の 意 図 が

あ っ た.「 関陳 」に置 か れ た 「行 尚書 省 」とは,モ ンケ 時代 に置 か れ た 「行 従 宜 府

(行府 と略 される)」と実 質 的 に は大 差 な か っ たの で あ る.ま た,こ の 時 期 「陳 西 五

路 西 蜀 四川 行 尚書 省 」の責 任 者 を務 め て いた の は サ イ イ ド ・ア ジ ャ ッル ・シ ャム

ス ・ア ッデ ィー ン(奏 典赤購 思丁SayyidAjal1Shamsal一 肪n)だ と思 わ れ(『元史』巻

125・饗典赤贈 思丁伝参照),王 揮 が ここで 展 開 す る さ ま ざま な批判 も実 質 的 に は彼

を 指 して い る と思 わ れ る 。 な お,至 元七 年(1270)三 月 に京 兆 に置 か れ た 「陳 西
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五路西蜀四川行尚書省」は,翌 八年二月に省治を興元に移 し,同 年九月には京兆

等路が尚書省に直隷 して前線機関としての色彩 を強めることになる(『元史』巻

7・世祖本紀4に よる).本 案件は恐 らく,至 元八年九月までに書かれた.

●限以三年免徴差賦一王悼は,「烏壼筆補』4「論撫治川蜀事状」(86-23)に お

いて も,「辺城ではなく併合可能な城市については,差 税 ・課程を三年間免除す

べきだ」と,同 様のことを論じる.京 兆 ・川蜀 ともに,そ の居民の多 くは実は南

宋側にもモンゴル側にも所属 していなかった.王 憧がここで述べているのは,

そのどちらにも所属 しない居民たちをいかにモンゴル側に取 り込むかという方

略である.● 能此一「能如此」の略.● 因而別生事機一85-4の 註参

照.● 金(商)〔 商〕已戊藪不復慮一 「商」は,「四庫全書』本がすでに改め

るように「商」の誤 りであろう.「金商」とは金州と商州の謂であり,唐 代に「金

商節度使」が置かれたように,実 質的には漢水方面から京兆に達する重要な二本

のルー ト上の拠点をいう.し たがって「金商巳戌,蕪 不復慮」は,金 州と商州に

はもう守 りが置かれてお り,京 兆には将来の心配はない,と いうことをいうひ

とまとまりのことば.● 消患未萌一成語.「 消患未形」「消患未然」ともい

う.● 本路総管已 閥三年一 「本路」とは京兆府 を指すであろう.た だ し,

京兆の総管が鉄員となった関連記事を知 らない。 ●望軽地微一用例をあま

り見ない表現だと思われる.こ こでは,「地」は地位を指すと考えた.
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